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総務企画常任委員会 

 

令和４年１１月２５日（金曜日）午前１１時０８分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 山 形 紀 弘  副 委 員 長 中 里 康 寛  

委 員 鈴 木 秀 信  委 員 星   宏 子  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 中 村 芳 隆  委 員 山 本 はるひ  

委 員 玉 野   宏    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 飯 泉 祐 司    

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴１２月定例会議における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時０８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○山形委員長 じゃ、皆さん、改めましてこんにち

は。 

  本会議終了後ということでお集まりくださりあ

りがとうございます。 

  先日行われました日曜日の私も消防団で入って

おりましたが、通常点検に皆さん参加していただ

き、本当にありがとうございました。比較的暖か

かったかなというふうな気がしましたけれども、

その先々日ですか、それは狩野公民館で防災訓練

も総務企画常任委員会の方々に参加されていただ

きありがとうございます。火の用心ということで、

消防団もこの間の通常点検はかなり簡素化されて、

かなり負担軽減ということで喜んでおりました。 

  また、先日ですか、まさか私も勝つとは思わな

かったんですけれども、ドイツに勝つとは、１－

０で半分終わったときに寝ようかなと思って、頑

張って起きていてよかったなと思って、このあれ

にあやかって、27日にはコスタリカ戦、そしてそ

の先にはスペインということで、日本代表の勇気

とあれをもらいながら、皆さんも12月議会しっか

り乗り切っていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。じゃ、着座にて進行させてい

ただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○山形委員長 それでは、協議事項⑴ということで、

12月定例会議における委員会の運営について、付

託予定議案、日程等について事務局から説明お願

いします。 

  事務局。 

○飯泉書記 じゃ、今資料をお配りさせていただき

ましたので、こちらに基づいて説明させていただ

きます。 

  今回、12月議会の定例会議のほうに付託されま

した案件のほうですが、こちらのほう、全部で条

例等７件になってございます。個人情報の保護に

関する法律施行条例の制定について、部局設置条

例の一部改正、情報公開条例の一部改正、選挙運

動の公費負担に関する条例の一部改正、定年に関

する条例の一部改正、手数料の条例の一部改正と、

あとカントー市との相互協力に関する協定の締結

についてになってございます。 

  あと、予算常任委員会のほうにつきましては、

先ほど追加条例されました案件ですね、一般会計

補正予算（第９号）、あと介護保険特別会計、こ

ちらのほうが課税課さんの案件になります。あと

温泉事業特別会計というふうになってございます。

一応こちら一般会計と特別会計２件の計３件にな

ってございます。 

  一応こちらにつきまして、各課のほうのスケジ

ュールを落とし込んだものを今お配りしました次

第のほうに載ってございます。日時のほうが12月

３日、１日議場で行う予定になっております。一

応審査のほうは、塩原支所のほう、総務福祉課と

産業観光建設課、西那須野支所、総務税務課１件

ありまして、総務部のほうへ入りまして、総務課

さんが条例５件、財政課さん、契約検査課さん、

課税課さん。企画部へ入りまして、ちょっとここ

はいつもと違うんですが、企画政策課と市民協働

推進課についてなんですが、こちら一括でという

ことで申出がございましたので、そのような形で

案をつくっております。理由としましては、案件

が那須塩原駅前の市民活動センター、あちらのほ

うの移住促進センターも兼ねているという形にな

るんですが、そちらの光熱費が上がるということ
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での補正なんですが、こちらは建物１個なんです

けれども、半々業務やっているということで、案

分しているというで、説明としては１本になるも

のですから、そちらのほうが分かりやすいかなと

いうことで、一緒でというふうなことで申出のほ

うをいただいております。その後、デジタル推進

課さんと秘書課さんで、秘書課さんについてはカ

ントー市との協定のものが案件として入ってござ

います。会計課さんと選挙管理委員会。選挙管理

委員会については、先ほども選挙運動の公費負担

に関する条例の一部改正でございましてというふ

うな案件になってます。 

  ちょっと担当課さん多いんですが、内容はやは

り光熱費の上昇について、以上ですというような

案件が多いものですから、１件１件は恐らく説明

としても短いかなというふうなところで１日でい

けるかなというふうなところでスケジュールを組

ませていただいていますので、ちょっとその辺含

め、ちょっと御審議いただければなというふうな

ところでございます。 

  一応、こちら先ほど６日というお話をさせてい

ただきましたが、議場でやるということで、また

中継のほうを行う形になります。座席につきまし

ては、こちらも今お配りしますが、玉野さん以外

は皆さんいつもどおりのお席で、玉野議員だけ金

子議員さんのお席のほうにずれていただくような

形になりますので、よろしくお願いいたします。 

  ６日についてはそのようなところなんですが、

今回、計画の説明がございますので、今ちょっと

７日の案を送らせていただいております。所管事

務調査という扱いで行いますが、先日、市民協働

推進課のほうの案件の説明を受けたとの同じよう

な形になりますが、７日、10時から第１委員会室

でということで、計画もの３本の説明のほうを受

ける形になります。案件としましては、総務課さ

んの第４次定員適正化計画について、あと市民協

働推進課さんのほうで協働のまちづくり行動計画

について、あと企画政策課さんの第３次那須塩原

市行財政改革推進計画についてということでの３

本になります。行財政改革推進計画につきまして

は、こちら11条で定めるところの議決案件になっ

てございますので、そちらについては３月議会の

ほうに上程されて、委員会付託になる予定になっ

てございますので、併せて補足させていただきま

す。 

  その２つの計画につきましては、一応そちらの

議決案件の一覧には入っておりませんので、こち

らのほうで説明されまして、できたら議員さんの

ほうに周知するというようなところが基本になっ

てくるのかなというようなところでございます。

ちょっと時間がどのぐらいかかるかというところ

ではあるんですが、一応私のほうから執行部のほ

うにお願いとしましては、説明15分ぐらいでお願

いしますということで話のほうはさせていただい

ているところです。一応７日がそのようなところ

になっております。 

  あとは休会という形になりますので、もしどこ

か所管事務調査行きたいとかというような案があ

れば、８日になるのかなと思うんですが、その辺

も御審議いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  私のほうからは以上になります。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  説明がありましたように、６日、７日、８日と

３日間委員会がありまして、６日、私たちがトッ

プバッターで、議場で委員会をやるというふうな

ことで、事務局にこの６日で１日に塩原支所から

選管まで結構あるんですけれども、先ほども言っ

たんですけれども、審議内容はそんなにないのか

ななんていう気がすると思うんですが、その他も
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含めて６日１日でよろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 じゃ、６日１日でということで、ケ

ース・バイ・ケースで、お昼も時と場合にはある

かもしれないと思うので、準備だけはしておいた

ほうがいいかなと思うんで、すみませんけれども、

６日、午後になるかどうかというのは、ちょっと

そのときの判断による。用意だけしておいていた

だければありがたいと思いますので、12月６日１

日に委員会付託の審査、物によっては１日で終わ

らせるということでよろしくお願いします。議場

に中継入るということで大丈夫ですね。 

  続きまして、７日ですね。７日に⑴から⑶の計

画のものに関して、⑴と⑵と⑶というのはありま

すが、12月７日、明日、これは第１委員会室で10

時から所管事務調査というふうな形で、第４次適

正化計画、あと協働のまちづくりの行動計画、⑶

が第３次那須塩原市行財政推進計画、これで⑶だ

けは議決案件ということで、⑴と⑵はここで説明

を受けて、質疑があればということで、その報告

というふうな形になってくると思います。ですか

ら、これも説明15分、３本入れると午前中でどう

にか、皆さんのあれですけれども、この間、男女

共同参画のやつは皆さん、私も皆さんに振ってし

まったんで、Ｚｏｏｍ１時間ぐらいはかかったん

ですが、予定では午前中でどうにか終わるのかな

なんて気はしておりますので、12月７日もこの３

つの計画に対しての調査事項ということで、７日

にやらせていただきたいんですけれども、よろし

いですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 ６、７、８と、８日は所管事務調査

というところで、私もちょっと検討したんですが、

ちょっと検討させてもらって、行く場所もなかな

かないのかななんていう気はするんですけれども、

皆さんのほうで何か、星さん、何かありますか。

思い当たらない。無理して、あれです。寒いから。

それもあるんですけれども、全然何か特段ないか

なという気はしたんですが、星さんがなければな

いかな。 

○星委員 そんなことはないですよ。はるひさん。 

○山形委員長 ないですか。伸彦さん、何かありま

せんか。 

○鈴木（伸）委員 いや、ちょっと浮かばないんだ

けれども、ただ、塩原支所の指定管理者のところ

で、いろいろと提言はしているけれども、ちょっ

とまだ興味はあるんですよね。でも、今度はない

か。 

○山形委員長 皆さんの各常任委員会で提言出した

のが10月の提言書、指定管理者とまちづくりにつ

いての10月18日に市長のほうに提出して、一応提

言書出したんですけれども、まだ回答が返ってこ

ないんですよね。支所長なんかどんな回答をした

らいいんですかと。いや、「前向きな…」とは言

ったんですけれども、それっきり電話かかってこ

なくなってしまうんですけれども、あまり…… 

○鈴木（伸）委員 どういう風に出したらいいかと

いうふうに聞いてくれたほうが変だね。 

○山形委員長 だから、初めてみたいですね、その

支所長が提言書をどういうふうに受け答えた。い

や、全部やりますと、それでいいじゃないですか

と言ったら、それっきり本当に電話来なくなって

しまった。余計なこと言わなければよかったのに

と思ったんですけれども、まだ回答書が返ってこ

なかったんで、それを見てからもでもいいのかな

という気もするんで、今考えている最中だと思う

んで。 

○鈴木（伸）委員 年度が変わってしまうけどね。 

○山形委員長 いや、そんな感じで、８日、ほかに

なければ、皆さん休会という形でもよろしいです
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か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 じゃ、６日、７日ということで、６

日は議場で委員会、７日は所管事務調査というこ

とで、10時から第１委員会室、３つの計画に対し

て調査事項ということで、そういうふうにさせて

いただきます。 

  ６日の議場での席順ですね。もう皆さん、ずっ

と慣れていると思いますんで、この席順で特段も

う…… 

  事務局。 

○飯泉書記 先ほどちょっと説明しなかったところ

が１件ありまして、ちょっと今までと１点変えて

ます。というのも、議会モニターさんのほうから、

暫時休憩に入って、いつ復帰するのかが分からな

いということで、ちょっと御意見いただいていた

ところがございます。ちょっと今回から試行的に

ちょっとやってみようというお話になってますの

が、暫時休憩というふうなことで今まで休憩に入

っていたんですが、そこについて休憩に入って、

再開は何時になりますということで言ってしまお

うということで、先日議会運営委員会のほうでお

話が出まして、ちょっと試しにやってみるという

お話になってございます。テロップのほうにも、

今までは、ただいま休憩中ですというふうに流し

ていたんですが、そこに何時何分まで休憩になっ

てますというふうな形で流すというふうなことに

なってございますので、ちょっとその辺進行が変

わります。 

  その影響で、ちょっとテロップ直すのに、直し

ている間、ちょっとマイクを移動させることがで

きない形になりますので、すみません、その他や

るときには地声でお願いします。すみません、ち

ょっと執行部のほう、議員の皆さん、声が通るん

で大丈夫かと思うんですが、執行部ちょっと声小

さい人がいるので、ちょっとその辺不安なんです

が、声張っていただくようにちょっとお願いしま

すので、ちょっとその辺御容赦いただければなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○鈴木（秀）委員 暫時休憩って本当に短い場合も

あるじゃない。 

○山形委員長 そのときもケース・バイ・ケースで

やります。実はこの間、副議長とかも議会運営委

員会でモニターさんの声で、テロップを見てて、

暫時休憩中となっていて、ずっと休憩で20分も待

っていたら嫌になっちゃうと思うし、傍聴という

か、せっかくの委員会の視聴をしないという声が

あったんで、じゃ、今回試行的にその他をしっか

りと時間を明記して、モニターさんの声が出てる

んで、それで１回対応して、12月議会やってみよ

うというふうな形で、技術的なことが多分事務局

のほうであるというふうなことで、ですから、皆

さん、その他の中で例えばいろんなものを聞きた

いときに、もし直接窓口に行って聞けるようなこ

とでしたら、直接そちらで言ったほうがいいのか

な。あとは執行部に対して、事前に何か説明する

場合は、事前に言ってもらっても、単純にしても

らって、ですから、その他を極力短くしていこう

というような話があったんですけれども。 

○鈴木（伸）委員 だから、ちょっと言おうと思っ

たのは、それはまずいんじゃないのという感じな

んだよ。だから、せっかく委員会で職員がここに

来てて、その他のところでいろんな委員会の説明

を受けた後に、思ったことを時間の制限を受けな

いでやっぱり自由に聞けて、わざわざこの時間制

限を聞きながら、これここまで言うともうやめよ

うかなとかね、それはそれで自由なんだけれども、

あまりそういう議員としての時間的なプレッシャ

ーを感じないままで今まで来られたのに、それを

することによって感じながらやらなければいけな
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いということのほうが、本来の議員活動としては

どっちがいいのと言ったら、そのモニターさんっ

て何人見てるのという形の中で、それに対するプ

レッシャーを感じながらやるということのほうが

マイナスなんじゃないかなというのをちょっと思

っているんだよね。 

  だから、確かに窓口に行ったりもできるんだけ

れども、それはモニターさんに気遣っているだけ

の話で、本来はここで聞ければそれで済むことな

のをわざわざこれをじゃ後で聞こうとかと、何で

議員がそんなにモニターさん何人かのために気遣

わなきゃいけないの。本来議員はもっと自由に市

民のためを思って、全体のことのために活動でき

る。なるべく制限を外したほうがいいんじゃない

かと思ってのそういう意見もあっていいんじゃな

いかなと思って。あとはみんなの合意なので、そ

ういったものを主張する気はないけれども、そう

いうふうに考えたほうがいいんじゃないかなと思

うところの検討はちゃんとしてないんじゃないか

なと思うんでね。 

○山形委員長 モニターさんからの声というふうな

ことで受けて、何らかしらの対応をしなければ、

モニターさんも、ああ、私言ってももう無駄かな

とかそういうふうなことも考えられるということ

で、せっかくモニターさん視聴している委員会の

傍聴として皆さん書いているんで、今、伸彦さん

いうようなことももちろんあるんですけれども

…… 

○鈴木（伸）委員 そういう話もしておいてもらっ

て、だから時間はさっき一応目安だけ言ってもら

って、だからといって議員はプレッシャーを感じ

て、いや、これ質問言うのやめようとかというこ

とはなくて、一応目安だから。遅れたときはそう

いうことを話していたんですよということで理解

してもらうようなスタンスならいいかなとは思う

んですけれどね。そういうふうに説明しておいて

もらえば。 

○山形委員長 ですから、委員の方も、その他のと

ころにもう質疑の内容をぎゅっと何か言葉悪いで

すけれども、だらだら聞くんじゃなく、もうやる

前に、思いながら質疑するんじゃなく、ああ、こ

れは今日もその他で聞こうとか、あと審議してい

る中で結構出てきますよね。その辺もやり取り素

早くできるように、その辺の私たちのスキルと言

うんですかね、その辺もちょっとやりながら、で

も、全然質疑をするなというふうなことではない

ので、もちろん５分とか10分とか設けると思いま

すので、そのモニターさんの声に対してある程度

改善するとこともちょっと理解はしていただきた

いなということと…… 

○鈴木（伸）委員 モニターに寄り過ぎだと思う。 

○山形委員長 それに関して何か皆さん…… 

  いいですよ、山本さん。 

○山本委員 私、よく思うんですけれども、議案の

質疑ってちゃんとありますよね。それは公開して

いるんですよね。その他になって突然また議案の

話をしてくるのが結構あるので、やっぱりきちん

と議決をしなければいけない議案、例えば予算と

か決算もそうなんですが、そういうものはその他

に持っていかないで、きちんと本来そこでもまな

きゃいけないものはそこで発言するように、皆さ

んの議員さんもそういうことをしたほうがいいと

思うんですね。 

  前に、この議会じゃないですよ、前のときなん

ですが、放送されないじゃなくて、つまり…… 

○山形委員長 議事録に載らない。 

○山本委員 だから、その他になると、もう外に出

なくなるじゃないですか。だからそこでしゃべる

と言った議員がいるんです、本当に。私、それは

おかしいんじゃないのと。きちんと自分の発言は



－7－ 

残ってもいいし、本来おしゃべりの場じゃないの

でということを言ったんですが、その各議員さん

も、やっぱりそこの今やっている案件についての

質問はその中できちんと済ませていただいて、そ

の他は本当にその他というふうに意識をしていた

だくことが必要だし、あともう一つ、モニターさ

んの意見って大切だと思うんですが、どのくらい

議会のことを理解しているのかというのは意外と

何か勝手な、勝手という言い方はいけないんです

が、思いをそのまま話してる人もいるので、説明

をしてあげることが必要なんじゃないですか。な

ぜ時間が測れないのかという、暫時休憩って分か

りにくいですよね。そこで自由な討論をしている

んだよということで、申し訳ないですけれども、

それは理解してくださいということをきちんとや

っぱりモニターに話すことも必要だと思うんです

よ。点数つけるなんてとんでもないこともやるみ

たいですけれども、私はそういうふうに思います。 

○山形委員長 ほかに何か皆さん、この……。 

○玉野委員 暫時休憩の時間というのもあるけれど

も、暫時休憩の意味だね。それを共有して、我々

も共有するというのが大事かなと思います。 

○山形委員長 分かりました。 

○飯泉書記 基本的に暫時休憩というのは暫時休憩。

暫時ですからしばらくの間休憩なんです。 

○山形委員長 基本的にはその場所から離れてはい

けない。 

○玉野委員 それは国語的な意味の理解だけれども、

なぜそれをするのかということをみんなで共有す

るということ。 

○鈴木（伸）委員 暫時休憩中にどういうことをし

ているのかということをきちんと説明して、ちゃ

んとしたそういう協議もしているんだ。だから、

時間かかるときもあるんだよと。 

○山本委員 お茶飲みしているんじゃないというこ

とをきちんと、何と言うんですか、……。 

○玉野委員 進行するために、明確にするためにそ

ういう時間を取って調整しているということが双

方みんな理解して。 

○山形委員長 分かりました。じゃ、皆さんの意見

を聞いて、今度その暫時休憩の意味と、その他は

委員会でこういうことが行われているということ

をモニターさんにしっかりと伝えて、そういうこ

とでも一応改善にはなってますよね。ですから、

今回、試行的にちょっとどういうふうなことでう

まくいくか、うまくいかないか執行部とのテロッ

プのやり取りがタイム的にどうかいろいろありま

すけれども、今回12月それで１回やってみまして、

その他に関しては、今、山本委員とか鈴木伸彦委

員が言うように、全然その他で何もするなという

ことじゃなく、議案に関することでしたら、委員

会中に、申し訳ないですけれども、何かそういう

ことになったら、僕はそのことは議案ですので、

その他じゃないので、違う質疑でお願いしますと

いうことでちょっと冷たくあしらってしまいます

けれども、それだけ御了承いただきたい。 

○鈴木（伸）委員 ちょっと待って。それは、はる

ひさんが言っているのは、議案で出たことをその

他で話をするのはやめようという、徹底して。 

○山形委員長 そうですね。 

○鈴木（伸）委員 でも、自分は、議案で出て、後

で、あれ聞き忘れたなとかね、そこでちょっと言

いづらかったなということを言いたいときもある

んだよね。それを一切言うなということ、その他

ということはそういうことも含めてやっているよ

うな気はするんだけれども。 

○山本委員 言いづらいというのがよく分からない

んですけれども、議案は私たちがだって出てきた

ものを、それを議決するためで、いいか悪いかと

物すごい責任あるものを、言いづらいからその他
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で言おうかなとか、言い忘れたから後でやろうと

いうのは、それはやっぱりまずいと思います。 

○鈴木（伸）委員 それは審議、採択するかしない

かということに関しての直接的なものはそうかも

しれないけれども、何かそれに関連するようなこ

とで、でも、あれ、こういうこともちょっとそう

いえば聞いてみたいなと思ったりするのが駄目か

と聞いたんだよ。 

○山本委員 議案書はもう渡されてるわけだし、自

分は読んで、事前にここは聞きたいとか、ここは

自分は疑問を持っているというものは、やっぱり

事前に持っていなければいけないので、それを終

わってから、その他で手を挙げるというのは、は

っきり言って勉強不足だと思いますし、そういう

ものはやめたほうがいいと。きちっと議員として

の役割は果たすべきだと私はそう思います。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 委員長が今言いました、基本的に暫時

休憩というのを今回の委員会で何分ぐらい取ろう

という基本的に持っているんですか。それをまず

出していただかないと。ですから、委員長が暫時

休憩と言って、委員に何かその他でございません

かと言った段階で、テロップで何分と出すの、基

本的には。 

○山形委員長 一応今のところは、そこも試行的に、

事前に執行部からその他の案件で何か説明あると

きは、執行部から前もってその他でありますよと

いうふうに言っておいていただければ、一応５分、

10分、15分と言って、そのあれによってテロップ

を書いて。 

○中村委員 それはその都度委員長が判断すると。 

○山形委員長 そうなんです。だから、例えば10に

しろとか、そこでテロップを入れろとやってみよ

うという      

○中村委員 極端に言うと、総務部は全部終わりま

した。財政課の質疑が終わりました。暫時休憩で

すよと。決を採りました。そのときに委員長がす

かさず判断して、これは大したその他で意見が出

ないなと思ったらば５分。 

○山形委員長 そうですね。 

○中村委員 そういうものを委員長がもう常に判断

をするという解釈でいいんですよね。 

○山形委員長 はい。ですから、事前に執行部から

その他でちょっと委員長、何かありましたら事前

に言ってくださいと、もう委員会の前に入れとけ

ば、ああ、これは５分以上かかるなと思ったら、

10分。 

○中村委員 テロップ入れると。 

○山形委員長 はい。一応時間を明記するというこ

とでまずやる。 

○中村委員 そういう考えで１回試行錯誤でやりま

しょう、じゃ。 

○山形委員長 この間、議運では一応そういうふう

にしてやってみましょう。あくまでも試行的なの

で、ですから、さっき言ったその他のところで何

もするなということではないので、ですから、あ

まりにも長いと、ちょっと私のほうでも判断して、

それ以上に関しては改めて窓口のほうへ行って聞

いてくださいと言って、20分だったら20分目安に

頭に入れて、質疑は途中でちょっと切り取るとか

そういうふうに判断をするときもあるということ

で。 

○鈴木（伸）委員 今の話で整理すると…… 

○星委員 例えばその予定開始、今後15分後に会議

再開予定ですとかと出ているじゃない。そこに若

干時間の変更もございますみたいなことは書けな

い。そこまで書いてしまうとまずいかな。 

○中村委員 ただ、休憩時間は15分で、これはきち

っと取れるか、何時に再開できますということを

言えるんで、要するに皆さんの意見の中で執行部
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が変な質疑、答弁をしたときにもめるときあるじ

ゃない。そういうときに10分、15分かかって、も

うちょっと整理つかないよというときに委員長の

采配が非常に大事な要素を含んでくるんで、それ

をしっかりとやれれば、今言ったように事情を察

して10分間暫時休憩という形で、テロップ出すの

も可能であれば、それで１回やってみたらどうで

すか。 

○山形委員長 もうですから、ちょっと長いなと思

ったら、すみません、20分と言ったので、この場

で切り上げさせていただいて、ちょっとそのこと

に関しては、また改めてとか何かそういうふうに

言わせていただき、一度ですから試行的にやらさ

せていただいて、難しいですね。 

○鈴木（秀）委員 改めて聞いてくれって、非常に

あれがちょっと。 

○鈴木（伸）委員 これは確認ということで聞きま

すけれども、その他の意味ね、その他というのは

先に議案で出てきたことは、もうその中に採決に

関わろうと、関わらまいと、影響しようとしまい

と、全部そこでその内容で聞いてくださいと。そ

の他いうのは、それ以外のことに関することのみ

で、今後…… 

○山形委員長 それがその他    

○鈴木（伸）委員 いきましょう、ということを徹

底するということですね。 

○山形委員長 はい。例えば今回も条例があって、

途中で採決をしたんだけれども、ちょっと待てよ。

その他で条例、いや、そうしたらすみません、先

ほどは可決されましたよ。採決されましたので、

その条例に関してのその他はありませんので、違

う質疑をお願いしますというふうにしないと、私

たちもずるずるその他で聞いて…… 

○鈴木（伸）委員 その他なのかい。 

○山形委員長 その他なんです。議案は議案で乗っ

かってきていて。 

○中村委員 その他ですから、財政課に言えば財政

にその他で税収が上がったかとか、そこら辺は聞

いてもらうのはいいけれども。 

○山形委員長 あとはちょっと私の委員会だったら、

ちょっと委員長、ちょっと何かその他であるから

とちょっと言っておいていただければ。山本さん

が財政課で何かある程度ちょっと聞きたいんだけ

どと言えば、ちょっと頭に入れといて、もしあれ

ばですよ、事前に。でも、途中でひらめいてしま

うときあるんで、何ともあれですけども、その辺

はちょっと皆さんとうまくやり取りしながらやっ

ていきたいということで。 

○星委員 要は討議のほう、討論か討議だっけ。 

○山形委員長 議員間討議。 

○星委員 議員間討議を活発にさせればいいんだよ

ね。 

○山形委員長 そうですね。多分鈴木伸彦さんが言

って、何かなと思ったのは、議案討議の中で言っ

て、ちょっとこれ委員長、どうかなと言ってくれ

たほうがすっきりするんじゃない。 

○鈴木（伸）委員 いいですよ。自分とは言わず、

過去にその他でそういうふうに今みたいなことを

そこで言わないで、後から言っている人もいたの

で、でも、自分はそれは決して悪いことではない

と思っていたのね。そういう人がいたときに、そ

れについて聞いてるんだな。あのとき聞けなかっ

たからとか、再質疑と。もう決まった後にね。こ

れはそんなに抵抗はなかったんだけれども、今後

はそれもしない。ほかの人もやらないんだなと。

○山形委員長 議員間討議の場でちょっと聞きに

くいんだけどって言ってもらっても、僕は全然そ

のための討議だと思うんで、その中では…… 

○中村委員 議員間討議はもうオープンでもいいん

だよね。 
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○山形委員長 そのために、やりませんか、鈴木さ

んと僕言う。 

○鈴木（伸）委員 余計なことをしゃべっちゃった。 

○山形委員長 何かちょっとあったら討議の中で言

っていただいたほうが、皆さんで。 

○中村委員 そういうはっきりしてれば、委員長の

判断に任せますから。そのようなことで進めると

いうのはもう大変でしたけど。 

○山形委員長 12月はそれでちょっと乗り切って、

また修正しながら３月の議会に向けて、事務局は

ちょっと大変と、あと副委員長あたりにサポート

してもらいながら、５とか10とか言って、そうい

うふうなことで少し頑張って対応させていただき

たいと思いますので、委員会のその他はそういう

ことで。多分ほかの委員会は言ってないと思うん

ですよ。 

○玉野委員 試行という頭を入れながら。 

○山形委員長 はい。 

○中里副委員長 あくまで議員間討議って質疑の中

で行われる議員間討議ですので、執行部に質疑を

繰り返しても大丈夫ですよ。確認のために。なの

で、それも含めて議員間討議もできますので。そ

ういう中で議論を深めて採決するという形を取る。

その他の中で意見を述べるというのはやっぱりち

ょっと今までも違うだろうというのは我々もちょ

っと   あったんで。本当はるひさんの言うよ

うに、議案に関することに関しては、やっぱりそ

の議論の中で、そのテーブルの中できちんと話し

合って採決するのが一番、議決するのが一番いい

だろうというふうに私も同じように思います。 

○山形委員長 私も口述書の中で、質疑の途中です

が、ここで議員間討議を始めますと言っているん

で、まだ質疑はやられてる中ですので、まだ質疑

は閉じてませんので、今回皆さん頑張ってそちら

のほうでうまく対応していただきたいと思います

ので、よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○山形委員長 ちょっとなかなかイレギュラーな部

分が出てくると思いますが、皆さんの御協力をお

願いします。 

  はい、どうぞ。 

○相馬委員 今のお話で１点。まず、委員長口述に、

議案に対する審査が終わりました。この後、その

他の審査に入りますので、暫時休憩いたしますと

言ってくれれば、審査をやってなので、暫時休憩

ですというふうになっているので、ただ、暫時休

憩だと、僕らはお茶飲んでいると思われる、モニ

ターさんに。何でこんなに休憩長いのというのは

そういうことなので、モニターさんにいるときに

そういう話だったので、ちゃんと委員長口述の中

で案件の審査事項は終わりました。ただ、この後、

その他の審査を行いますので、暫時休憩に入ると

いうふうに言ってもらえば、何やってるかは分か

っているので、ただ放送されてませんよというこ

となので。その他のところね。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 いいですか。もうかつてのことなので

あれなんですが、私、委員長していたときには、

基本的にその他はないと言われました。その他と

いうのはあり得ないんだよと。審査しているとこ

ろにその他でぶつぶつああだ、こうだというのは

なくて、それは委員会でどうしてもそういうもの

がたくさんあるなら、１年に何回か委員会を開い

て、そのときに意見をまとめて、このことはじゃ、

全員で共有して聞こうとかと、そういうのが委員

会なんだから、その他があること自体が変だと言

われました。 

  私、実はもっと言うと、何でその他の部分を放

送しない。つまりその他の部分はないことになっ

てますよね。何でと、まずはそれを聞いたときに、
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その他はあっちゃいけない、もともとはというふ

うに、どなたに言われたか忘れましたけれども、

私はそうやって聞いてるので、今すごくその他が

増えているのはやっぱりまずいと思います。 

  モニターさんはそういう事情を分からないで好

きなことを、感じてることを言ってらっしゃると

思うんですが、やっぱり議会のほうもこの暫時休

憩がもし25分あったのは、別にお茶飲んでる、ト

イレ行ってるわけじゃなくてということは説明を

きちんとされて、モニターさんが言うことを全て

受け取ってやることだけではないと思うんですね、

というふうに思いますので、やっぱり私たちも、

その他は何ぞやとかよく考えて、審議する場はき

ちっとやっぱり議案の審議をして、言いづらいと

かいう、先ほども言ってらっしゃいました。言い

づらいとか言いづらくないというのは議員として

はおかしいと思うんですね。考えはきちんと言っ

て、そこへ、いいんですよ、言ったことは別に。

そうやっていいものをつくっていく。妥協しなが

らそうだよねとなっていくのに、何かしゃんしゃ

んでやろうとするのはまずくて、言いにくいこと

はその他で言っちゃえというのは、やっぱりその

考えは私はそうじゃないだろうなというふうに思

っていますので、委員長さんもちゃんとかじ取り

をしてやっていただきたいと期待をします。 

○山形委員長 じゃ、その他に関しては、今言った

口述書に関して、しっかりちょっと文言の整理し

て、中村議員にちょっと聞きたいんですけれども、

前ってその他って委員会にはなかったんですか。

中村さんが。いつの間にかその他が出てきた。 

○中村委員 今みたくそうあれだったの。 

○山形委員長 その他がなくて。 

○中村委員 付託所管の議決終わって、その他やる

でしょう。それで、今度総務部が終わりますと、

総務部で全部的にありますかと、こう来るから、

要するにだから、時間の暫時休憩と、その休憩を

議場でやるから放送されますよというんで、結構

暫時休憩がばたばた入るわけ。そうすると、モニ

ターさんは、一般の視聴者から見ても、何だ、お

休みばかりという、そのイメージが強いんで、あ

る程度その他をやる場合には、まとめてやる仕組

みを考えたほうがいいね。 

○山形委員長 そうですね。今回は塩原支所をやっ

て、総務福祉課やる、産業建設課やって、続きま

して西那須野と入れるたび執行部入替えするから、

暫時休憩するから、私も分からないからこんな暫

時休憩してるのかなと取られかねない。それと、

先ほど伸彦さんが言うように、そこにその他が入

っているから、もうちんぷんかんぷんになってい

る方は、それは正直な声だと思うんで、その辺も

ちょっと整理しながら、今回はちょっとまたそれ

で課題が見えてきたら、しっかりと３月の委員会

で対応する。 

  先ほど相馬委員からが出されました、その他の

前に審査事項は終了することで、ちゃんと口述書

のほうもしっかりと書かさせて対応させていただ

きますので、また山本委員が先ほど言ったその他

に関して、ちょっとその辺を調べて、しっかりと

その辺も対応していきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○山本委員 もう一つあるんです。なし崩し的とは

言わないんですが、委員会って前は外に出してな

かったじゃないですか。委員会室でやってたとき

は。それがコロナの関係で、議場でやるようにな

って、放送したんですけれども、やっぱりそれに

関してはきちんと決め事、つまり全部流れてしま

うわけですよね、やってることが。なので、これ

からはそれを基本として、コロナが終わっても議

場を使って外に見せるのかということって結構大

きなことだと思うんですよ。委員会をどこまで見
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せるというか、放送するのかというようなことも

含めて、そこは議運できちんとやっぱりもんでい

ただいたほうがいいんではないですか。これ暫定

的なものであるのか、あるいは全部を放送して外

へ出したいのかということも含めて、じゃ、その

日だけでいいのかということもあるし、今回１日

で終わるんでいいんですけれども、その辺はやは

り大きなことではないかというふうに思います。

言うところがないんで、すみません。 

○山形委員長 分かりました。議運のメンバーはい

ますんで、その辺は分かりました。 

  今コロナで、議場で皆さんに見せたいがために

こうやってますけれども、今後の委員会運営の中

でもちゃんと傍聴できるように、委員会中継が本

当に果たしてそのままやるのかということもちょ

っと頭に入れさせておきますので、分かりました。 

○相馬委員 今の議運ではないですけれども、私が

委員長のときに、委員会中継は全部行いましょう

というような意見になって、委員会室にカメラと

中継できるシステムをというお話をしたんですが、

当然予算的に全然無理で、結局は新庁舎ができる

からそれまでは待ちましょうねということでやっ

ていたんですけれども、新庁舎がいつになっても

計画が。じゃ、どうするか。委員会は中継すべき

ですよねという、会議の規定は本会議と委員会と

なっていて、これは公開とすると。しかも那須塩

原市議会の場合は会議は全て公開とするというの

が基本条例に載った。じゃ、全部公開ですよと。

何も設備がないので公開ができませんではなかな

かまずいので、これ、もしかしたら順番に議場を

使えば、議場は公開できるのでというんで、今の

システムを暫定的に使っているということなので、

本来は全委員会を中継するというのは、一旦はそ

ういう決まり事はしたことはしたんですがという

ところですね。 

○山本委員 分かりました。すみません。 

○山形委員長 新庁舎がいつになってもあれですけ

れども、そういうふうな相馬前議運長のそういう

話というのは何となく私も思い出しましたので、

常に見られてるということで、緊張感を持って委

員会をしっかり進めてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  何か委員会について、伸彦さん、大丈夫ですか。 

○相馬委員 今、協議事項でいいですか。 

○山形委員長 協議事項、はい。 

○相馬委員 １点だけ。先ほど⑶はもう議決案件と

してあります。⑴、⑵はもう報告案件ですという

ような委員長の認識だという話だったんですけれ

ども、当然そこの説明を聞いて、これ議決案件に

したほうがいいとなった場合は、当然変えられる

という認識でいいんですよね。 

○山形委員長 そうですね。 

○相馬委員 ということでいいんですね。 

○山形委員長 はい。 

○相馬委員 分かりました。 

○山形委員長 ⑴と⑵に関しては、委員会の中で、

それもこれはちょっとここだけの報告ではなく、

議決案件にしなければならないというと、この委

員会の総意で議決案件に持っていくということが

ありますんで、それを議運に投げる。でも、⑶だ

けはもう結局決まってますんで、ですから、⑴と

⑵に関しては、ちょっと委員長、議員間討議の中

とかで、ちょっとこれは議決案件だよねというこ

とは総務企画だけではちょっと、皆さんの意見も

聞きたいなというときには、先ほど議員間討議の

中で諮って、議決案件に持っていくということも

ありますので、その辺は皆さん…… 

○相馬委員 あくまでも議決案件として来ている。

報告案件としての執行部からの意見としてそうな

ってるよということでいいんですよね。 
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○山形委員長 はい、そうです。 

○山本委員 そうしたいということですよね。 

○山形委員長 はい。 

○相馬委員 執行部はそうしたいということですよ

ね。この協働のまちづくり行動計画なんていうの

は、一般質問でさんざん出てる話なので、じゃ、

報告案件ですよと言われて、報告案件でいいのか

どうかというのはきっちりやったほうがいいかな

と思ったので。 

○山形委員長 ですから、その執行部の説明があっ

たときに質疑しっかりと。納得いかなかったら皆

さんでまた議員間討議で、いや、委員長、これは

やりましょうというのでしたら、その辺はしっか

りと皆さんと、採決取ってやりたいと思います。

ですから、⑴と⑵はそういうふうな考えで、ちょ

っと執行部にもしっかりと脅しをかけると言って

は悪いんですけれども、それぐらいの緊張感を持

って質疑、事前にこれはもうみんな分かるんだよ

ね。来ているんだよね。 

○飯泉書記 資料はまだちょっと頂いてませんが、

来たらすぐ会議の前には入れるようにいたします。 

○山形委員長 当日見て、当日入っていても、やっ

ぱりあれだから、出次第お願いします。 

○山本委員 これパブコメが出てなかったっけ。 

○山形委員長 パブコメは…… 

○鈴木（伸）委員 今面白い話だったけれども、立

場上、副議長の話ね。これ確かに制度変わって、

報告案件は報告案件ともう執行部で選べるみたい

基準があったと思うんですけれども、これ、どこ

か採決する場はあるの。これは報告案件はやめて、

いや、これはもう議案案件だというふうに、内容

が議会側が気に入らないから。それじゃ駄目だと

なったときに、執行部が言うこと聞かなければ、

これは採決でこれ駄目って本会議に出すという話

になるわけでしょう。だから、そこをじゃ、これ

は議運で諮るのか。委員会で説明を受けたんだけ

れども、これは議案案件として扱いましょうとい

うところはどこかで諮る。今回は諮る予定はなか

ったのかなと思った話なんだけどね。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 まず議案の取扱いは、議案の取扱いの

決定権は全て議運にあるというのは御存じのとお

りで、今回全部議案として出てこないものを、各

常任委員会で説明してくださいというふうにした

んです。なので、今事前説明をやっているという

状況です。議案としてくださいという決定ができ

るのはこの常任委員会なんです。各常任委員会で

説明を受けて、これは報告ではなくて議案として

くださいというふうに常任委員会で言えば、向こ

うでさらに判断をして議案になるのか、やっぱり

報告ですと言ってくるのかはまた執行部のほうの

都合でということになるんですが、最終的に上程

された取扱い自体は議運で決定です。取り扱われ

る議案になるかならないかは、今後は常任委員会

で説明した上で、議案にしてくださいという要請

ができるということです。 

○鈴木（伸）委員 そうすると、行政の判断を委員

長としてどこかでやるのかということだね、今の

を聞いたら。 

○山形委員長 全員…… 

○鈴木（伸）委員 決めとか聞いて、これは要請し

ましょうという判断を聞く。 

○相馬委員 今までは一切説明だけで、これは報告

案件ですと来て…… 

○鈴木（伸）委員 ただ説明してかえって終わっち

ゃうじゃない。      

○相馬委員 議運では、要は議案の中身は聞けない

んですよ。取扱いをする。聞けないんです。聞け

ないのに判断してたんです、議運で。報告でいい

ですよ、いや、これ議案ですよと判断した。中身
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聞けないのに何で判断してんだという話になって、

じゃ、各こういう案件については一旦委員会でし

て、本当にこれは報告案件でいいのか、議案とし

て取り扱うべきなのか、各常任委員会で判断しま

しょうと、そういうふうになったんで、今こうい

うふうな形式を取っているということです。 

○鈴木（伸）委員 なので、そのことを踏まえてな

いんだけれども、だから片方は、３つ目は確実に

審議案件ですよと。その上２つは報告案件で来て

ますよ。だけど、その心は今言ったことを踏まえ

て説明を聞くんですねということでいいよね。 

○山形委員長 はい、そうですね。     

○飯泉書記 すみません、ちょっと１点補足させて

いただいていいですか。 

○山形委員長 はい、事務局。 

○飯泉書記 一応は今回出てきているものについて、

執行部のほうから議決でいいので、議決だよね、

報告でいいよねというふうな判断で執行部のほう

が出していってるわけではないです。今11条に定

める計画はこれですよというふうな決定をされて

いるのがあるので、その決定に従って今出してき

ているというのがまず１点。 

  あと、すみません。一応先ほどちょっとあった

んで、１点なんですけれども、今議会基本条例の

11条の改正のときの案件を出させていただきまし

た。一応その規則に定めるように変更できるんで

すけれども、一応その定めるものというのは第２

号にあります市政各分野における政策及び施策の

基本的な方向を定める計画というふうになってま

すんで、判断基準はそこで判断してください。さ

っき面白くないみたいな話がありましたけれども、

あくまでこの基準はここにありますので、重要な

もので、これ政策、イメージで言うと総合計画の

１個下ぐらいの計画というイメージになると思う

んですが、それだなというふうに判断したときに

は議運にかかるというようなところで判断してい

ただければと思いますので、補足になります。よ

ろしくお願いします。 

○山形委員長 ⑵が重要で、このやつの市政各分野

における政策及び施策の基本的な方向を定める計

画で規則で定めるものと頭に入れておいて…… 

○鈴木（伸）委員 説明を受けたときに、そこにど

ういうふうに引っかかるか、引っかからないかの

判断であって、内容…… 

○山形委員長 判断の基準はそれで。 

○鈴木（伸）委員 いいかどうかは、内容がこれで

執行部が動いていくと、駄目よと言うときは、そ

こで意見言うだけなんだね、それじゃね。 

○山形委員長 そうですね。違うか。 

○相馬委員 いや、最終的にどうしてもみんなが了

解できなくて、いや、これはもう議案としてもら

って修正動議にかけたいという話になったら、議

案として上げてもらうしかないということで、究

極の選択だ。 

○鈴木（伸）委員 微妙だよね。さっきのレベル的

な話はね。 

○山形委員長 そうですね。 

○鈴木（伸）委員 内容に関して執行部で考えてる

のと、市民側として、議員としてその内容が違う

んじゃないのと思ったときに、議案に上げれない

レベルのものじゃないよと言われて、もうそれで、

そこね。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 私が議運長やったときに、多分これ結

構報告にするかずっとやったときに、一番は国が

決めたことだから、国から下りてきていることで、

もう２回やってて第３次だよみたい、そういうも

のは全部報告にさせてくれというふうに言われま

した。市独自のものは別として、それを最終議運

で決めて、これは議決だ、これは報告だとやって
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たものを、今の副議長の話だと、そうなったもの

についてもひっくり返るというか、ここの中でや

っぱりこれは議決にしてくれというふうに言える

というのは何かすごく大きなことだなと。つまり

議運で決めたことに関して異議申立てをするみた

いな感じにはならない。 

○相馬委員 これ上程されるのはどうせ３月議会で

すから。 

○山本委員 そうです。 

○相馬委員 ３月議会の上程案なんで、そのときに

報告にするのか、議決案件にするのか、報告案件

にするのか…… 

○山本委員 事前のことということ。 

○相馬委員 これ事前のことですから、別にまだ議

運が報告案件ですと決定したのに、いや、そうじ

ゃなくてということではない。 

○山本委員 ごめんなさい。 

○相馬委員 今その説明を事前にレクチャーしてい

るというだけなんです。 

○山本委員 これ全部のじゃ、委員会がこういう感

じで…… 

○山形委員長 そうですね。ですから、今回うちだ

けじゃないですよ。ほかの委員会の計画も全部投

げているんで、同じようなケースが出てくると思

うんで。 

○山本委員 その結果は皆さんにも知らせるという

ことになるんですか。それこそ報告をしてくれる

んですか。 

○山形委員長 委員長報告で、このケースに関して

は報告ではなく、議決案件として議会運営委員会

に報告する、そんな感じでいいの。 

○飯泉書記 すみません、そういう意味ですと、今

回の案件については付託案件ではないので、本会

議の委員長報告ではやらない形で。ただ、こちら

のほうで案件が出た場合は、次回になるかちょっ

と分からないですけれども、議運に諮られる形に

なりますので、議運の結果ということで皆さんに

お知らせという形でお知らせにはなるんじゃない

かと。 

○山形委員長 あくまでも今回委員会付託じゃなく、

所管事務調査の中の調査ですので、そこで…… 

○山本委員 事前によく勉強しようということなん

ですね。 

○山形委員長 はい。まだ時間がありますので。 

○山本委員 分かりました。了解です。 

○山形委員長 そのほうは理解していただきたいと

思います。その中でまた３月議会に向けてしっか

りやっていきたいと思いますので。 

○山本委員 活性化ですね。 

○山形委員長 はい。ちょっとなかなかややこしい

んですけれども、判断の基準が。ですから、今ち

ょっと私も曖昧だったんで、そのフローみたいの

ですか、そういったものでちゃんとこれは議運に

行くということで、ちょっと事務局と、こういう

感じは、ちょっとフローチャートみたいなことを

何かつくりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○山本委員 理解しました、私。 

○山形委員長 はい、分かりました。 

○中村委員 こういうことあるから、その他なんて

結構多いんだ。 

○山形委員長 じゃ、すみません、ほかに皆さんの

ほうで何かございますか。協議事項ですね。よろ

しいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山形委員長 それでは、３のその他、大きいその
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他、このその他は何でも聞けるその他です。 

  相馬委員。 

○相馬委員 これ状況によって７日の常任委員会は

オンライン会議になる可能性とかというのはある

かないかは考えていらっしゃるんですか。６日は

議場ででしょ。 

○山形委員長 議場でやらなくてはならないんです

けれども、この間の議会運営委員会の中での、12

月議会の対応ということで、ちょっとすみません、

議運のほうだったんですけれども、12月定例議会

の対応についてということで半数入替えはしませ

んということで、本会議及び委員会はもちろん簡

潔な説明をするということで、あとは執行部の出

席者も通常どおりということで、傍聴も制限ない

ということで、あとは何だ。 

○相馬委員 議運では聞いているんですけれども、

そうすると、もう第１委員会室とさっき言ってた

んで、それがオンラインになる可能性はもうゼロ

だということでいいかどうか。 

○山形委員長 なるほど。一応ちょっとあれなんで

すけれども、10のその他で新型コロナウイルス感

染拡大の状況によっては会議期間の短縮、一般質

問の中止、その他必要な措置を行うことがある。

その他必要な措置というふうな中で、その中でで

きれば私はオンラインではなく、皆さんとしっか

り議論したいと思うので、その辺の判断は、なる

べく早く皆さんにＺｏｏｍではなく、７日、ここ

に来れるようにしたいと思うんです。本当最悪の

場合はＺｏｏｍということもあり得るということ

でちょっと頭に入れていただきたいと思いますん

で、よろしいですよね。その他の必要な措置とか。

そうです。 

○飯泉書記 すみません、私からの補足なんですが、

そういう意味ですと、今のところＺｏｏｍで何か

やろうというふうな動きは事務局のほうでもない

ですが、来週の中で議員さんの中で濃厚接触者が

いっぱい出ちゃって来れないとかという場合に、

じゃ、運営どうするんだという話になったときに、

うちの委員会だけではなく、ほかの委員会も含め

た上でどうするというお話は出ないとは言い切れ

ないかなと思います。ちょっと正直今の段階では

何とも見えないです。多分直前にならないと分か

らないところはあるかとは思うんですが、そうい

うことがなければ、まず間違いなくこちらでやる

というふうな想定でおりますので、よろしくお願

いします。 

○山形委員長 ちょっといつになるか分からない。

いつかかるというのも分からないですから、その

辺は柔軟に対応させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

  皆さんのほうでその他、ほかございますか。大

丈夫ですか。 

  じゃ、うちの委員会だけちょっと白熱して、計

画とその他について、ちょっと私のほうも12月の

委員会運営の中でその他も含めてしっかり対応し

ていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山形委員長 それでは総務企画常任委員会を終了

させていただきます。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時 
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委 員 中 村 芳 隆 委 員 山 本 はるひ 

委 員 玉 野   宏   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

企 画 部 長 小  泉  聖  一 企画政策課長 高  久     修 

企画政策係長 関  根  達  弥 行政経営係長 髙  野  幸  大 

デジタル推進
課 長 

村  松  一  紀 
システム管理
係 長 

根  岸  邦  行 

統 計 デ ー タ 
係 長 

高 根 沢  め ぐ み 秘 書 課 長 後  藤  明  美 

秘書課長補佐 伊  藤  良  司 秘 書 係 長 松  本  寿  道 

秘 書 課 主 査
（ 係 長 級 ） 

鎌  田  栄  治 情報発信係長 大  貫  啓  子 

市民協働推進
課 長 

渡  辺  直 次 郎 

市民協働推進
課長補佐兼ダ
イバーシティ
推 進 係 長 

井  上  早  人 

自治振興係長 相  馬  紀  子 協働推進係長 渡  辺  麻 美 子 

総 務 部 長 小  出  浩  美 総 務 課 長 平  井  克  巳 

行 政 係 長 渡  辺  英  俊 人事研修係長 栗  川  成  人 

総 務 課 主 査
（ 係 長 級 ） 

髙  野  桃  子 給与厚生係長 栁     英  希 

財 政 課 長 広  瀬  範  道 
財政課長補佐
兼 管 財 係 長 

渡  邉  真  紀 

財 政 係 長 吉  村  明  倫 契約検査課長 浅  賀  保  幸 
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契約検査課長
補 佐 兼 
検 査 係 長 

斉  藤  哲  也 契 約 係 長 伊  藤  陽  子 

課 税 課 長 福  田  正  樹 
課税課長補佐
兼 国 民 健 康 
保 険 税 係 長 

礒     将  央 

西 那 須 野 
支 所 長 

久 留 生  利  美 総務税務課長 佐  藤  和  穂 

総務税務課長
補 佐 兼 
総 務 係 長 

大  森  美  香 税 務 係 長 大  場  貴  晃 

塩 原 支 所 長 板  橋  信  行 総務福祉課長 江  連  宣  仁 

総務福祉課長
補 佐 兼 総 務 
税 務 係 長 

渡  邉  静  雄 
福 祉 係 長 
兼 市 民 係 長 

大  島  正  之 

箒 根 出 張 所 
所 長 補 佐 

渋  井  尚  子 
産業観光建設
課 長 

鈴  木  幸  浩 

産業観光建設
課 長 補 佐 兼 
建 設 係 長 

宇  山  雅  人 
産業観光建設
課 副 主 幹 

増  山  博  久 

農 林 係 長 生  井  龍  介 観光商工係長 松  本  英  治 

会計管理者兼
会 計 課 長 

田  代  宰  士 
会計課長補佐
兼 歳 入 係 長 

添  谷  弘  美 

歳 出 係 長 八 木 澤  佳  代 
選挙管理委員
会 事 務 局 長 

八 木 沢  信  憲 

選 挙 係 長 本  澤  英  紀 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

選挙管理委員会事務局長兼務 

固定資産評価
審 査 委 員 会 
書 記 

選挙管理委員会事務局長兼務 
固定資産評価
審 査 委 員 会 
書 記 

選挙係長兼務 

公 平 委 員 会 
書 記 長 

選挙管理委員会事務局長兼務 
公 平 委 員 会 
書 記 

選挙係長兼務 

 

出席議会事務局職員 

議事調査係長 長  岡  栄  治 書 記 飯  泉  祐  司 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔塩原支所〕 

    ・塩原支所長挨拶 

   〔総務福祉課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 
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   〔産業観光建設課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

    ・議案第１０４号 令和４年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第５号） 

   〔西那須野支所〕 

    ・西那須野支所長挨拶 

   〔総務税務課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔総務部〕 

    ・総務部長挨拶 

   〔総務課〕 

    ・議案第８５号 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 

    ・議案第８７号 那須塩原市部局設置条例の一部改正について 

    ・議案第８８号 那須塩原市情報公開条例の一部改正について 

    ・議案第９０号 那須塩原市職員の定年等に関する条例等の一部改正について 

    ・議案第９２号 那須塩原市手数料条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔財政課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔契約検査課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔課税課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０３号 令和４年度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第５号） 

   〔企画部〕 

    ・企画部長挨拶 

   〔企画政策課・市民協働推進課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔デジタル推進課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 
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   〔秘書課〕 

    ・議案第９７号 「日本国・那須塩原市」と「ベトナム社会主義共和国・カントー市」相互協力に関す 

            る協定の締結について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔会計課〕 

    ・会計管理者挨拶 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

   〔選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委員会〕 

    ・選挙管理委員会事務局長挨拶 

    ・議案第８９号 那須塩原市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一 

            部改正について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第１０１号 令和４年度那須塩原市一般会計補正予算（第９号） 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○山形委員長 皆さん、おはようございます。 

  今日、窓を開けたら一面に広がる雪景色で、タ

イヤ交換していないなと思いながら、朝慌ててし

まいました。 

  その白い雪とともに、日本代表に白星をもたら

せてくれるかなと思いましたが、一生懸命、夜起

きて応援していましたが、残念ながらＰＫ戦の末

負けてしまい、本当に日本代表の皆さん、大変お

疲れさまでした。勇気と感動をいただいて、いち

ご一会とちぎ国体でも、スポーツが与える感動と

いうのは本当にすばらしいものがあると、つくづ

く思いました。日本代表の皆さん大変お疲れさま

でした。 

  昨日までの一般質問、そして今日からは、各常

任委員会における予算常任委員会と全体会という

ことで、委員の皆様にはしっかりと御審議してい

ただきたいと思います。 

  それでは、ただいまから12月定例会議の総務企

画常任委員会及び予算常任委員会（第一分科会）

を開会いたします。 

  ただいまの出席委員は９名であります。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりとします。 

  今定例会議におきまして、当常任委員会に付託

された案件は、条例の制定及び一部改正の案件６

件、協定の締結案件１件でございます。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は、補正予算案件３件であります。 

  この予算に関する案件につきましては、関係所

管課のところで、随時分科会に切り替え審査を行

います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに、円滑な進行への御協力をお願い申し上げま

す。 

  着座にて行わせていただきます。 

  それでは、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎塩原支所の審査 

○山形委員長 初めに、塩原支所の審査に入ります。 

  初めに、塩原支所長から御挨拶をお願いいたし

ます。 

  支所長。 

○板橋塩原支所長 （挨拶。） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務福祉課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務福祉課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○江連総務福祉課長 （議案第101号について説
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明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 おはようございます。 

  単純なことなんですけれども、これから全て多

分そうだと思って質問させていただきますけれど

も、電気料金、どこでも今回電気料金を上げてい

るんですけれども、これって単価が幾らから幾ら

になったのか、その上がった単価の根拠だけで結

構ですけれども、御説明いただけますか。 

○山形委員長 鈴木委員、今回２つあるんですけれ

ども、その両方合わせてということですか。 

○鈴木（伸）委員 すみません。ページ、６ページ

で、あとは全部推測、今後ほかの全ての庁内の単

価のことは同じだと思うんで、そこで説明いただ

ければと思います。 

○山形委員長 じゃ、課長。 

○江連総務福祉課長 こちらの算出につきましては、

本年度と昨年度の上半期の分の電気料金の支払い

を比較いたしまして、単価といいますか、その上

昇率で積算をさせていただいております。その上

昇率を下半期分の支出見込額としまして、不足分

を見込んだところでございます。 

  上昇率としましては、1.3043倍というところで、

ちょっと単価につきましては申し訳ございません、

比較ちょっと今手元にございませんが、その上昇

率で算出してございます。 

○山形委員長 同じ箇所で質疑のある委員の方、い

らっしゃいますか。６ページです。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方、いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ５ページの1003事業のその他委託料で

ございますが、市有地の隣接地からの要請という

ことですが、その市有地は具体的にどこの場所で

しょうか。 

○山形委員長 課長。 

○江連総務福祉課長 こちらは地番でいいますと、

塩原1330番地の８というところ、旧ホテル塩原ガ

ーデンの南側に隣接している土地でございます。

広さにつきましては320㎡ほどの土地のところで

ございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。 

  これは市有地ですけれども、使用はどのような

使用をされている敷地なんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○江連総務福祉課長 こちらは特に何かというとこ

ろで使ってはいないんですが、強いて言うならば、

塩原地区のごみのステーションになっている場所

でございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今、300㎡というふうにお伺いしたん

ですが、ごみステーションのほかは単にただ敷地

があるというだけの市有地ということでよろしい

でしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○江連総務福祉課長 そのとおりでございます。 

○山形委員長 ほかにこの箇所で、質疑のある委員

の方、いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方、いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、質疑の途中です

が議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 
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〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  総務福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  会議の再開予定は10時15分となります。 

 

休憩 午前１０時１１分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○山形委員長 ただいまから産業観光建設課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  産業観光建設課については、総務企画常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （議案第101号について

説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星委員。 

○星委員 予算執行計画書11ページの２項３目の観

光施設管理費の1003事業、公衆トイレ等駐車場道

路管理費、減額になっていますけれども、予算が

余ったのでというか、あれだったのでということ

だったんですけれども、その理由を伺います。な

ぜ、減額となったのか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 こちらの理由といたしま

しては、入札によりましてその執行が当初の見込

額よりも大きく下回ったことによりまして、この

不用額590万何がしを減額するというところにな

ります。 

  以上です。 

○山形委員長 星委員。 
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○星委員 見込額が多かったといいますか、入札が

多かったということだと思うんですけれども、こ

れは公衆トイレだったりとか、要は維持をする箇

所が減ったためにそういうことになったのかとい

うことを聞きたいんですけれども。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 今回の業務委託、清掃、

公衆トイレの清掃業務委託につきましては、当初

見込んでいた設計よりも大幅に安くやっていただ

けるという業者さんが現れたということでござい

まして、当初の見込みの内容から業務の内容を変

えたとか、そういうことではございません。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 大幅に安くやっていただけるということ

で、安くなることによって、何というんでしょう、

仕事の業務内容が減ったりとか、要はどこかで合

わせなきゃいけないところって、コスパがいいと

いうんでしょうか、今でいえばやっぱりコスパと

いう話になるんでしょうけれども、そればっかり

求めてしまって、要は質の問題ですね。質のほう

の低下は招きかねないと思うんですが、そのあた

りはきちんと管理はされているのでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 現在、業務につきまして

は、業務の作業日報、それから業務実施の状況写

真、それから清掃後の現場の確認等で実施状況を

確認しておりますが、それらを含めて、以前より

も質が下がったということは見られない状況でご

ざいます。 

○山形委員長 同じ箇所について、質疑のある委員

の方いますか。 

  山本委員。 

○山本委員 今のところなんですけれども、とても

安くその委託を受ける業者が現れたということな

んですが、それで仕事内容も遜色なくやっている

ということでしたが、ということは、今まで非常

に高いお金でやっていたというふうにも考えられ

るということですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 そこにつきましては、そ

の部分につきましては、今までの作業の状況、そ

れから現在の作業の状況を比較しましても、今ま

で非常にお金をかけ過ぎていたという状況は感じ

られないのかなと。やはり、人の配置、それから

兼務といいますか、いろんな業務と企業努力によ

って今回生み出されたのかなというふうに解釈し

ております。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 どういうふうに仕事をされていたのか

というのはよく分からないんですけれども、入札

をするときに、市のほうがずっと多分ここを公衆

トイレや駐車場や道路管理をしていたところだと

思うので、今までの何というんですか、仕事と値

段というのは、すり合っていたというかだと思う

んですね。 

  これ、大きく下がったのでということの理由な

んですが、このくらいの仕事だったら、これ以上

下げることはないみたいな下限というのは、この

入札にはないんですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 今回の場合、下限値とい

うのはございませんでして、昨年までシルバー人

材センターさんのほうで業務のほうを受託してい

ただいたところなんですけれども、今年度、民間

の業者さんのほうで受託となりまして、こういう

結果になったところでございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある、同じ箇所で。 

  中村委員。 

○中村委員 以前シルバーでずっと、シルバー人材

センターに指定管理を頼んでいたものを、新しい
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企業にお願いをしたらこれだけの減額になったと

いうお答えだと思うんですが、そうしますと、今

までの積算が非常に甘いものの中で取り組んでい

たものが、民間というか一般の企業であれば安く

しますよという結果で、この金額になったという

解釈でよろしいんですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 やはり、今回受託されて

いる業者さんが、非常に安く受託されて実施して

いるというふうに感じております。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 シルバー人材センターさんにはいろん

な公園とか、あと那須塩原市全体的に大きな金額

でいろいろな指定管理をやっていただいている経

緯もございますんで、急にシルバー人材センター

が高くやっていたということは言いたくはないん

ですが、一般の企業からして、急にこの金額です

と２人ぐらいの人件費が浮くような金額でござい

ますんで、安く努力をされたという経緯は分かる

んですが、もっともっと全体的に努力をしていか

ないと市全体でね。 

  塩原支所さんが一生懸命頑張ってくれたという

のは理解できるんですが、そういうことを考える

と、那須塩原市の指定管理制度もしっかりと見極

めていかなきゃいけないということにまで発展し

かねないものですから、大体今までですと、公募

にシルバー人材センターしか来なかったという形

の中でやっていたのか、それとも今回だけ公募し

たらば、２者、３者の方が応募されたという形で

結局入札になって、安くなったという解釈でよろ

しいんですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 現在受注されております

業者さんにおいては、今回の仕事はどうしても欲

しかったというところがございますし、そういう

ことは聞こえてきておりますので、そんな中でか

なり企業としては努力されてといいますか、利益

を度外視して受注されたのではないかなというふ

うにも感じております。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 そういう結果でない限りはなかなか出

ませんが、発注者自身がひしひしと感じるぐらい

に感じるのはいいんですが、やはり市全体で考え

ますと、今まで発注した経緯を初めて変えてこの

ように下がったのか、それとも今後全部そういう

ふうにして見直していかなきゃいけないかという

ものにまで発展しかねませんので、しっかりとこ

れをちょっと議論させていただきたいなという気

になりましたんで、もともとはこれは総額幾らぐ

らいの発注でしたか、ちょっと確認させてくださ

い。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 当初、業務委託といたし

ましては、約1,100万の設計で発注かけておりま

す。そんな中で今回の受注金額になっているとい

うところでございます。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 大体半額に近い金額と推察されるんで

すが、本当に努力をされて取っているということ

もありますが、なぜ今までそのような企業は入っ

てこなかったというものにも今度考えていかなき

ゃいけないんですが、その方は今まで応募されて

いなかった企業だったんですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 お見込みのとおりでござ

います。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、今回公募しましたら、

その一般の企業が入ってきて、どうしても欲しい

から半額と。まあまあ当然こういう指定管理とい
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うのは、先ほども山本委員にも答弁したように、

下限がないということで、もう極端に言えば10万

でも20万でも発注できるという体制なんですよね、

指定管理ですと。 

  それにしても随分安いんで、努力を認めますが、

何となくこう考えますと積算基準が甘かったのじ

ゃないかという我々は考えなくちゃいけないよう

な立場なものですから、そういったものについて

どう思いますか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 私も今回の落札額につい

ては、かなり本当に通常の積算では考えにくい金

額で受注されているというふうに感じておりまし

て、こういった企業の運営上、ほかからの利益も

含めて会社として成り立っているんじゃないかな

というふうに個人的に推測するところでございま

すが、そういった、こういったあまりにも安い金

額の受注ということがあるようですと、市全体の

企業運営にも大きく影響するということは認識し

ております。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 本当に市にとってはプラス要因になっ

ていくわけなんですが、全体的にいいますと、建

設関連とか、そういった発注に関しましては今、

上限が10％から13％ぐらいの下限で、国交省なん

かはもう全て下げちゃいけませんよということで

今指導をされている状況なのに、半額ぐらいでも

やれるというような企業が出てきた場合にはどう

するか。そういったものもやはり、みんなでしっ

かりと取り組んでいかないと、その場しのぎでや

れる、やっていきたいというような推察されるよ

うなこともございますんで、それとあと一つは、

やっぱり積算根拠がどこにあるのかというものも

ありますんで、しっかりと今後、安くしていただ

いた後は心配ないよというものもしっかりと見極

めていっていただければと思いますんで、よろし

くお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかに、同じ。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 もう一度確認させてください。 

  これは最低落札額というものは、設けているの

か設けていないのか、確認させてください。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 こちらについては、業務

委託ということになりますので、最低金額という

のは設けておりません。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 そうすると、１円で入札したら１

円でも取れちゃうということですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 そのようになると思いま

す。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 今、御説明の中でその利益を度外

視して委託することができたというふうな御説明

ございましたけれども、利益を、民間の企業って

利益が出なければ企業でも何でもないというか、

存続というか継続していくことが、経営が成り立

たないんだと思うんです。 

  これ、管理していると人を雇っていると思うん

ですけれども、お給料をあげたり、お給料ちゃん

と支払ってやっていると思うんです。そうしたと

きに、安ければ安いほどいいという考え方で、そ

の利益を度外視してでもいいんだというやり方の

業務の委託の仕方というのは、行政としてどう考

えているんですか。その質とか云々とかという前

に、行政として民間に委託してやるのに当たって

利益を度外視させるのが善と考えているというこ

とに関しては、それは正しいことなのかどうなの
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かというのは、どういう認識を持たれているのか

ちょっとお聞きしたい。 

○山形委員長 中里副委員長、先ほどの中村委員と

この今の御意見ごもっともなので、もし差し支え

なければ次の議員間討議の中で聞いていただいて、

大体の落札とかこの経緯が、大体の金額は皆さん

分かりましたので、私も少しあるところあります

ので、質疑でまた言っていただければ、質疑はご

ざいますか、質疑で。 

○中里副委員長 いや、どう考えているのか。 

○山形委員長 今の箇所で質疑のある方、いらっし

ゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 今の箇所で、当初予算が1,457万9,000

円という当初予算、令和３年度の決算が1,414万

5,000円という、1,400万の決算をしていて当初予

算も1,450万の予算をしているというところで、

今御説明は、委託料としては1,100万というふう

におっしゃったんですが、そうすると今の委託料

は、この公衆トイレの関する管理の委託料なのか、

駐車場管理に関する委託料なのか、道路管理に関

する委託料なのか、それとも全てなのか、その辺

ちょっと、もうちょっと詳細に御説明いただいて

よろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 こちら先ほど申し上げた

約1,100万、こちらについてはトイレの清掃業務

委託の費用のみでして、それ以外にもこの予算の

中には駐車場等の観光用駐車場等清掃業務委託と

か、それから浄化槽保守点検とか、そういったも

のも含めてトータルで予算のほうは確保している

ところでございまして、先ほど申し上げた部分に

つきましては、単純に純粋にトイレの清掃部分の

みになっております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、このトイレの清掃部分

に関してということで、当初の見込みが1,100万

だったということでよろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 お見込みのとおりでござ

います。 

○山形委員長 ほかに同じ箇所で質疑のある委員の

方、いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方、いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 先ほど説明の中で、１円でも落札

できてしまうということなんですけれども、その

点の考え方というのは、行政の立場としてどうい

う考え方なのか伺いたいと思います。 

○山形委員長 今、中里副委員長が行政の立場とい

うことで、皆さん、今、中里委員に対して、先ほ

どの質疑もありましたけれども、皆さんこの款に

関してちょっと皆さんの意見ある方、いらっしゃ

いますか。 

  星委員。 

  今、中里副委員長の。 

○星委員 やはり、ちょっと１円でもというのは極

端なんですけれども、でもそういうことだってあ

り得るということを考えると、そこはきちんと行

政としての考えは確立すべきだと思いますし、こ

の件ではありませんけれども、段ボールの厚紙の

回収のときにも、この業者の入札は怪しいんじゃ

ないかという部分もあったにもかかわらず、入札、
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落札してということもありましたので、やっぱり

ここが大幅に利益を度外視して関わってきたとい

うことに関して、その会社がきちんとどういった

ところの会社なのかも調査もすべきだと思います

し、あともう一つ言えば、経費がだんだん、塩原

に関しましては公衆トイレがたくさんございます

が、それが維持が大変だということで閉鎖もされ

てきているのも事実で、釣りのお客さんなんかも、

やはりあのトイレがなくなってしまって使えなく

なっちゃったということも聞いています。 

  それがやはり、こういったことで減らした上で、

またここで減らしてきているというのもどうなの

かというのもありますし、ちょっと全体的にここ

考え直さなきゃいけないんじゃないのっては思い

ます。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  やはり、中里副委員長も星委員も、やっぱりそ

の安過ぎるがために入札業者の怪しさというのも

ついてまとってしまい、採算度外視でも１円でも

入札できてしまうとそのシステムがまたいろいろ

な弊害を起こり得るというふうなことも、そんな

感じに私は捉えました。 

  中里副委員長、あとは星委員のいろいろな意見

を踏まえて、また何か鈴木委員、何かございます

か。 

  鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 これは昔コピー機か何かそうい

うのが、大手さんがやっぱり同じような入札、１

円で取っているときにも、日本中で議論があった

かと思うんですよ。 

  これはシステム上、今の要するに行政は法律上

に基づいてやっている中でのシステム上で、１円

だかで入札してきても取れないということにはな

らないんじゃないかと思うんですよね、そうだと

思うんですよ。 

  で、今回の予算審議の中では、減額の理由はち

ゃんと説明されていると思っています。で、確か

にこの議論は大事だと思いますよ。そのとおりだ

と思うんですけれども、さっきはるひ委員が聞い

たときの回答で、ちゃんと管理していると。ただ、

業務内容の質をきちんとやっていく、きちんとや

っていただくかどうかをしっかり市が見ていただ

けるのであれば、仮に１円だとしてもそこまでだ

と思うんですよね。 

  問題は、これが次また入札になったときに、そ

の業者がまた１円、１円と落としてダンピングし

てその仕事を取ってきて、その次に今度すごくこ

ういうのって相手をよくコンビニでもそうですけ

れども、相手を落とした後に自分がそこで権利を

覇権を握って、知らず知らずのうちに独占とか何

かありますけれども、単価が上がっていっちゃっ

たりすることがあるんで、そこの問題があるとい

うことだと思うんですけれども、今の段階でこれ

をそこまで、この今回の予算に関してそこまで追

及する、一つの課題として捉えることはあっても、

今の段階で別に問題はないんじゃないかなと、し

っかりこの単価できちんとやっていただくと。 

  あとは、感じるのはやっぱり、ほかに対するシ

ルバー人材とかそういったほかに対する影響とい

うのは当然考えなきゃいけないんだけれども、そ

れもあると思うんですよ。さっき言った独占とか、

そういう覇権みたいなものがあるんだけれども、

自分の力があるからそこだけ安く取ってしまって、

次もうそこだけ仕事を継続して取れるようにする

というのは企業の戦略だから、それだけでやって

いる企業はできないけれども、継続はできないけ

れども、おっきな企業の中でそこだけダンピング

しながらそこを取っていって、自分のところの会

社の一つの仕事に取り入れようとするのはこれも

企業の一つの戦略なので、そこまでここでちょっ
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と議論することはなかなか難しいんじゃないかな

と思うので、基本的には支所さんのやられている

ことで、このままいいと。 

  ここで検討するのは、課題として取っておいて、

また別なところで検討していればいいのかなとい

うふうに感じていますけれども。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 入札の仕組みとしては、手法としては

これは正しい仕組みの中で落札されているという

ことは、もう先ほどの説明聞いて十二分に分かる

んですが、今後この金額で、この企業なり他企業

が、持続可能な仕組みの中で公衆トイレの業務を

やっていただける仕組みの中の金額なのか、そう

いったものを今使用している担当者が、人数何人

かかって、このような量を登用して、この五百何

十万ぐらいあれば絶対できますねという歩掛をき

っちり確認をした上で精査をして、今後持続可能

にこの業務ができるんだよという仕組みであれば、

もう本当にいい結果が続いていくと思うんですが、

１年やってみたけれども10人はやめちゃったわ、

実際に持続可能にできないよと、来年はうちはや

りませんとかという話の中で、じゃ、終わってし

まうのかと、また元に戻すのかとかいうものであ

れば、やはりいっときの安いもので終わってしま

うということなんで、しっかりとそういったもの

を精査しながら、見極めていくということが私は

大事だと思うんですね。 

  やはり、一番今後のこの那須塩原市の行政の仕

組みとして、やはり地産地消でしっかりと利益を

上げて、この中で生計を立てて税金を払ってくだ

さいよというんで、地元の方にかなりシルバーさ

んにも頼んでいるのもあろうかと思うんですが、

そういったものも考慮すると、安ければよかろう

というものであれば、正直言って全部、今後の指

定管理は見直してもらいたいと、価格的にね。 

  やはり、ある程度こういった業務をやれば、歩

掛り的にこのぐらいかかるんだというしっかりと

した積算根拠の基に、こういった指定管理制度の

中でやっているのであれば、ある程度安くやって

いたのは今年だけかもしれないし、この企業だっ

たらずっと持続可能に行くかどうかというものを、

しっかりと見極めた中でやっていくのも、もう発

注しているんですからやむを得ない感じなんです

が、１つは、やはり積算根拠を甘くしていたんじ

ゃないかというのを、誰が見ても、これ我々が見

ても第三者が見ても、命がけでやりますよなんて

言っても、こんな安くできるものはなかなか、普

通はあり得ないわけですから、そういったものも、

やはり疑問に持ちながら、しっかりとした業務を

やっていただくというのと同時に、やっぱり歩掛

をしっかりやっているかどうかを見極めて、清掃

している方が本当に苦しんでいかないかとか、そ

ういったものを見極めてやる必要もあるんじゃな

いかと思います。 

  それ以上のことは、これもう入札終わっていま

すので、何とも言えないので。 

○山形委員長 ありがとうございます。 

  鈴木秀信委員。 

○鈴木（秀）委員 私も中村議員の意見に賛成です。 

  これまでの契約が慣れ合いの中であったのか、

あるいは今回の契約がそういった企業の思惑で、

自分の今後の利益を独占するために取ったものな

のかということは、注視していかないといけない

と思うんです。基本的に、税金を納める側とすれ

ば、税を無駄遣いなく効率的に使ってもらうとい

うのが、市民の皆様の願いだと思いますので、今

後、塩原支所の努力としてやってきたものなのか

というようなことも含めて、今後注視していくと

いうことでいいのではないかというふうに思って

おります。 
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○山形委員長 ありがとうございます。 

  ほかに、この件に関して。今、様々な御意見出

ました。それを踏まえて、また何か皆さんのほう

でございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 よろしいですか。 

  星委員。 

○星委員 討議じゃないんだけれども。 

○山形委員長 この中の討議。質疑ではないので。

質疑には後で戻しますので、皆さんの意見を踏ま

えて、星委員の意見も何かございましたら。 

○星委員 じゃ、質疑のほうになっちゃうんですけ

れども。 

○山形委員長 一度戻すので、そのときにもう一度

質疑してください。 

○星委員 委託期間が何年だったかと。 

○山形委員長 じゃ、１回質疑に戻したときに、委

託期間を聞いていただければと。 

  今、様々な皆さんから指定管理のシルバーさん

のいろいろな話がございました。貴重な御意見と

して。それを踏まえて、もう一度質疑のほうに戻

ります。議員間討議を一度質疑に戻しますので、

皆さんのほうでもう一度、質疑のある委員の方い

らっしゃいますか。 

  星委員。 

○星委員 すみません、確認なんですが、委託期間

を教えてください。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 トイレ清掃の委託期間に

つきましては、本年４月18日から翌年３月31日ま

での約１年間ということになっております。 

  以上です。 

○山形委員長 同じ箇所で質疑のある委員の方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それ以外で質疑のある委員の方いら

っしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、もう

一度議員間討議に入ります。討議すべき点、ある

いは委員からの意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０４号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 次に、議案第104号 令和４年度那

須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第５号）を

議題といたします。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （議案第104号について

説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、これ施設整備基金という名目で

基金を積み立てているんだと思うんですが、これ

を維持管理費に充てるということは、この積立金

の目的上、問題がないのかどうか、お伺いします。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 積立金の金額につきまし

ては、前年度繰越金を全額、毎年度充てていると

ころでございまして、必要な経費が増額になった

際には、予備費もしくは基金のほうから調整しま

して、対応しているところでございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 施設整備基金ということで、イメージ

としては施設を整備するための基金。こちら今回

は維持管理費ということで、電気代なんですけれ

ども、施設を整備するための基金を維持管理する

ための電気代に充てるということは、この基金の

目的上、問題がないのかという質疑なんです。す

みません。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 すみません。維持管理費

につきましては、当然積立基金を多くしたいとい

うところでございますが、今後見込まれるところ

の電気料に充てるため、やむを得ず基金のほうか

ら対応しているというところでございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、この基金の目的で維持管理に使

途することはやむを得ずなんですけれども、基金

の目的を定めた目的には合っているということで

よろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 問題ございません。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、基金を取り崩すという

ことになるわけでございますが、当初予算で基金

利息ということで積立金6,000円が計上されてい

るかと思うんですが、今回、基金を減額する場合

の当初予算に計上している積立金6,000円という

のは、そのまま影響は出ないと。何百円かで

6,000円というのは影響が出ないと、そういうこ

とでよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 今回の積立金のものにつ

きましては、現在積立金として積み立てているも

のを減額するものではございませんでして、新た

に積み増しする分の積立金として、今年度計上し

たものでございますので、そういったところから

しても、問題ない状況でございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第104号 令和４年度那須塩原市温泉事業

特別会計補正予算（第５号）は原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第104号については原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  産業観光建設課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は11時10

分とさせていただきます。 

 

休憩 午前１０時５５分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎西那須野支所の審査 

○山形委員長 これより西那須野支所の審査に入り

ます。 

  初めに、久留生支所長から御挨拶をお願いしま

す。 

  支所長。 

○久留生西那須野支所長 （挨拶。） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務税務課の審査 

○山形委員長 ただいまから総務税務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務税務課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○佐藤総務税務課長 （議案第101号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 執行計画書６ページ、西那須野支

所庁舎管理費、光熱水費。燃料高騰ということで、

463万4,000円計上されておりますけれども、何か

月分を見込んでいるのか、お伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○佐藤総務税務課長 まず、昨年度の対比のほうか

らちょっと説明させていただきたいと思うんです

けれども、昨年の11月時点での累計金額と、今年

度の11月の累計金額について、ちょっと御説明さ

せていただきたいと思うんですけれども、昨年11

月につきまして1,090万2,651円でございました。

今年度の同じ11月末の累計が1,387万2,440円とい
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うことで、前年対比、同月の段階で、296万9,789

円、約300万弱の差が出てきてございます。こち

らにつきましては８か月分、４月から11月の８か

月分で300万ほど出てきておりまして、今後、４

か月分が見込まれるところでございまして、単純

に８か月を３分の２ということであれば、４か月

ごとに150万ほどの増額が見込まれるというとこ

ろで、今回四百四十数万ということで、増額の補

正をさせていただいているところでございます。 

○山形委員長 ほかに、同じ箇所で質疑のある委員

の方いますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 電気料の高騰は分かるんですが、こち

らに上下水道というふうにもなっておりますので、

上下水道料金が高騰する理由を、もう一度説明し

てもらっていいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○佐藤総務税務課長 こちらの上下水道につきまし

ては、電気料の高騰ではなくて、複数年に一度、

西那須野庁舎につきましては、冷暖房については

電気を使っておりまして、その際に冷温水という

ものをつくります地下に大きなプールがございま

して、そちらのプールの清掃が今年、実際に11月

の中で行ったところなんですけれども、その中で

使用水量、要はプールの容量がかなり大きな容量

になっておりまして、そちらの水を清掃の関係で

３分の１まで、３分の２抜きまして、それを補充

するために、今回その部分の上下水道料が増える

というところで、増額補正をさせていただいたと

ころでございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 内容は分かりました。ということは、

その清掃は３年に一度ということで、今年度やる

ということはもう前から決まっていたということ

でしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○佐藤総務税務課長 こちらにつきましては、例え

ば複数年、２年に一度、３年に一度ではなくて、

実際に施設を管理している業者がおります。そち

らの業者に毎月、点検はしていただいているんで

すけれども、そういった中で水質のほうが何か、

突然という言い方はないんですけれども、清掃を

するまでの水質にちょっと落ちてしまったという

ところで、今回そういったことで補正の中で対応

ということで、取組をさせていただきました。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これまでも地下のプールの水質が入れ

替えなくちゃならないほど悪くなったということ

は、これまでもあったんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○佐藤総務税務課長 前回いつやったかというとこ

ろは、正直いつやったか申し上げられないんです

けれども、以前にも同じような形で清掃はしてい

るということは聞いております。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの箇所に質疑ある委

員の方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

○鈴木（秀）委員 いつやったかというのが分から

ないというのは、どういうこと。ちょっと記録と

して取っておくべきではないかと思うんですけれ

ども、どうでしょうかね。 

○山形委員長 議員間討議の中でそういうふうな

……。 

○鈴木（秀）委員 その辺は問題になるので、ちょ
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っと先輩諸氏に聞いてみて。 

○山形委員長 その辺の期間に関して、点検に関し

て今鈴木秀信委員、その辺は今後の課題で、水質

をやっている業者さんがそういうふうなことでと

いうことで、その辺の管理とか点検をちゃんとし

ておかないと、同じ事案がまた同じように発生し

てしまうというふうなことだと思うんですが、皆

さんそれで。相馬委員が先ほど質疑されたんです

けれども、それに鈴木秀信委員がちょっと何か意

見があればということですけれども、何かござい

ますか。 

○相馬委員 いつやったかは記録がないというお話

でしたので、それについてやっぱり若干問題もあ

るのかなというふうに思いますが、スチームの冷

暖房施設になっているんですね。西那須野支所は。

そこの水質がどの時点でどういうふうに悪くなる

かという原因がはっきりしていないので、管理業

者がこれではというふうになったときにやってい

るんだろうというふうに思ったので、それが２年

に１回なのか、５年に１回なのか分からないとい

うのは、そういうものなのかなというふうに認識

したというところです。 

  以上です。 

○山形委員長 分かりました。 

  そうすると、もう一度質疑に戻しますので、今

鈴木秀信委員の言ったものを、また質疑していた

だけますか。 

  じゃ、もう一度質疑に戻ります。 

  皆さん、同じ箇所で質疑の方いらっしゃいます

か。 

  鈴木秀信委員。 

○鈴木（秀）委員 前回入れ替えたという記録なん

か残っていないような御答弁だったんですけれど

も、そういった記録は残さないんですか。 

○山形委員長 課長。 

○佐藤総務税務課長 すみません、先ほど前回やっ

た日にちにつきましてはというところで、全く残

していないわけではないです。ただ、実際に私の

中でいつやったかというのを、手持ちの資料に持

ち合わせておりませんでしたので。 

〔「手持ちとしてないということ」と言う

人あり〕 

○佐藤総務税務課長 申し訳ございません。 

○山形委員長 じゃ、後でその辺はしっかりと。皆

さんせっかく質疑したので、いついつこういうふ

うなことで点検したというふうなことで、後で示

していただければありがたいです。よろしいです

か。 

  もう一度、議員間討議に戻ります。 

  議員間討議、皆さんのほうで何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については原案のとおり
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可決すべきものと決しました。 

  総務税務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は11時30

分とします。 

 

休憩 午前１１時２６分 

 

再開 午前１１時３０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務部の審査 

○山形委員長 これより、総務部の審査に入ります。 

  初めに、小出部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○小出総務部長 （挨拶。） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務課の審査 

○山形委員長 それでは、ただいまから総務課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８５号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第85号 個人情報の

保護に関する法律施行条例の制定についてを議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第85号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 議案資料の議案第85号でいいですよね。

これ、議案第85号ですよね。議案資料の議案第85

号に、現行等改正案というふうに出ているんです

ね。ということは、これまであった那須塩原市情

報公開条例、それから個人情報保護の審査会設置

条例がこれまであったものを、この附則を見ると

一旦廃止にして、新たに法律施行条例を制定する

という、そういうふうにちょっと見えるんですが、

これまでの条例を一部改正ではなくて一旦廃止し

て、さらに条例を制定する。だけれども、これま

で廃止した条例で規定をしていたものは継続する

というような附則になっているように見えるんで

すが、これ何で一部改正ではなくて、新たに条例

を制定し直す必要があるのか、その辺の説明よろ

しいですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 今の御質問に対する回答になりま

すけれども、まず国の流れとしまして、今までは

地方自治体の個人情報に関する、いわゆる上位法

的なものがしっかりしてなかったというところが

ございます。今回の法改正によりまして、この法

律に基づきというような形になりまして、基本的

にはその上位法に基づき、ただ、その中で、各自

治体が先ほど手数料ということで御説明をいたし

ましたが、各自治体での判断で対応するものにつ

いては、施行条例を定めて規定しなさいというこ

とになっております。そのことから、現行の個人
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情報保護条例の内容そのものは、国の法律の適用

を受けるということで、基本なくなり、国の法律

の適用を受ける中で、市独自に定めなければなら

ないものを定めたというのが、今回の条例制定に

なります。今議員のほうからお話ありました議案

第85号の資料なんですが、結果的に個人情報保護

条例が廃止となりまして、今回、新たに法施行の

条例を定めるといった中で、いわゆる引用してい

る那須塩原市情報公開個人情報保護審査会の条例、

これが見るところが変わるというところで、新旧

対照表が議案第85号の20ページからということに

なっております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、これまでの条例の一部

改正では、上位法が変わったものに、一部改正で

は、適用が適用というか、一部改正では対応がし

切れないというふうに、こちらは受け取ってもよ

ろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 まず、これまでは国の法律が直接

的なものがなくて、おのおのの自治体が条例で定

めてという形を取っておりました。ただ、先ほど

申し上げましたとおり、この国の法改正によりま

して、基本法の下に自治体の情報公開がなされる

という形になりますので、形としては現行条例で

定めているようなことが、今度は法律のほうにの

っとるものですから、そういったところから一度

廃止して、必要な部分だけ制定するというような

形を取らせていただいております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 分かりました。そうしますと、個人情

報保護審査会の設置については、これまでのもの

を引用するという先ほどの説明だったんですが、

これを一旦、附則では廃止してとなっているよう

に見えるんですけれども、廃止しちゃったものを

引用するということは可能ということでよろしい

ですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 この個人情報保護審査会の設置条

例なんですが、これそのものは廃止いたしません。

あくまで廃止するのが個人情報保護条例になるも

のですから、個人情報保護条例で定めていた、い

わゆる保護審査会の設置に関するようなことを新

たな条例が引き継ぐというような形で附則に載せ

ております。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第85号 個人情報の保護に関する法律施行

条例の制定については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第85号については原案のとおり可
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決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 次に、議案第87号 那須塩原市部局

設置条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第87号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星委員。 

○星委員 部局統合するということも分かったんで

すが、資料で頂いていました部局見直しのところ

なんですけれども、子育て相談課が３つの部署が

一緒になるということで、児童家庭担当と発達ひ

とり親担当、これは子ども・子育て総合センター

のところにもともとあったかと思うんですが、母

子保健担当がまたここに追加ということで、同じ

フロアになるという考えでよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 現在、最終調整中ではございます

が、やはり一つの課となりますので、同じフロア

に３つの担当、入るような形で調整を図っており

ます。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 それでは、同じような形で、その次のペ

ージにあります企画政策課、デジタル推進課から

移管される統計調査に関することということで、

ここを担当していた方もこちらに移動すると、企

画政策課の中のほうに移動されてくるということ

で、スペースも同じところになるということでい

いんですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 議員おっしゃるとおり、スペース

はやはり同じでないとというところの考えがござ

いますので、今、調整を図っているところです。 

○山形委員長 星委員。 

○星委員 これから新庁舎ができるので、あれなん

ですけれども、結構、企画政策課はそれほどスペ

ースもなく、多分、先に説明した子育て相談課の

ほうも結構狭い中でやっているなと思うんですが、

ここはうまくスペースを取っていただいて、ちょ

っと肩がぶつかり合うようなことがないようにと

は思っているんですけれども、よろしくお願いし

たいと思います。 

○山形委員長 意見になってしまいました。 

○星委員 意見になっちゃいました。 

○山形委員長 そういったことも踏まえて大丈夫な

のかということで。 

○星委員 そうです。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 御指摘いただいているようなこと

について注意して、現在、調整を図っているとこ

ろではございますが、限られたスペースでありま

すので、いかに有効に使うか、そういった視点も

含めて、最終調整を図っていきたいと考えており

ます。 

○山形委員長 ほかにございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの資料の⑵の組織の柔軟性の向

上ということで、係から担当ということになると

いうことの、何て言うんですか、柔軟性が起きる

ことによってどれだけ市民サービスの向上、市民

サービスの向上はまた別なのか、柔軟性を持った

仕事をするということになるんだろうと思うんで

すが、これまでと実際業務がどういうふうに変わ

るのか、ちょっとイメージができないので、イメ
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ージできるように説明してもらってよろしいです

か。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 例えの例で申し上げますと、私ど

も総務課もグループ制をしくような形になります。 

  現在、人事研修係、人事担当するところと、給

与厚生係、給与を主に担当する部署、係は別にな

っておりますが、関連する業務というのが非常に

多い形になっています。 

  また、年間のいわゆるスケジュールの中で、ど

うしてもどちらかは忙しいけれども、どちらかは

若干余裕があるよというような時期も、総務課内

に限らず、やはり抱えているような問題でござい

ます。そのときに、なかなか係を超えてというの

は難しいところがございます。 

  ですから、それら、１つとしましては、複数の

係が一つになるというのもありますが、人数がそ

の分いるという中で、うまく繁忙期とか閑散期と

か、そういったものを使い分けて、業務の量を平

準化を図った中で、さらには、１人の担当ではな

く複数の者が担当して補える、カバーし合えると

いうような形を目指すといいますか、それが利点

としてあるかなというふうに考えておりまして、

そういったところが、やはり市民サービスにもつ

ながっていくものではないかなというふうに考え

ております。 

○山形委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第87号 那須塩原市部局設置条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第87号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８８号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 次に、議案第88号 那須塩原市情報

公開条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第88号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里委員 今、第88号でいいんですよね。 

○山形委員長 そうです。 

○中里委員 そうですよね。すみません。 

  １点だけ確認させてください。 
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  法人の次にその他の団体を加えるというふうに

ありますけれども、例えばその他の団体というの

は、例えばどのような団体を指すのか、お伺いい

たします。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 任意の団体ということで想定とい

いますか、任意の団体という形の中で、その他の

団体という文言を追加させていただいております。 

○山形委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第88号 那須塩原市情報公開条例の一部改

正については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第88号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで、会議の途中ですが、昼食のため休憩を

取ります。 

  なお、会議の再開は13時ちょうどとさせていた

だきます。よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９０号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 次に、議案第90号 那須塩原市職員

の定年等に関する条例等の一部改正についてを議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第90号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 



－40－ 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第90号 那須塩原市職員の定年等に関する

条例等の一部改正については、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第90号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９２号の説明、質疑、討

議、採決 

○山形委員長 次に、議案第92号 那須塩原市手数

料条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第92号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第92号 那須塩原市手数料条例の一部改正

については、原案のとおり可決すべきものとする

ことに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第92号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで総務企画常任委員会を予算常

任委員会（第一分科会）に切り替えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 次に、議案第101号 令和４年度那

須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○平井総務課長 （議案第101号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 
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  質疑はございませんか。 

  すみません。鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 ６ページの本庁舎窓口案内、ち

ょっと素朴に質問させていただきますけれども、

これは想定されるのは、まず人ですよね。デジタ

ル機械じゃなくて。 

  そうすると、どういう方という、全協でもちょ

っと聞いてはいるんですけれども、どんな方がこ

こに就かれるのか、１名なのか、２名なのか、そ

の辺をお願いできますか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 どういった方がという御質問かと

思いますが、基本的には業務委託で実施しまして、

いわゆる１名以上配置をしていただくということ

での設計を考えてございます。 

  内容としましては、今現在、職員が総合窓口案

内、当番制でやっておりますが、同じような業務

というところをまず考えてございます。 

○山形委員長 鈴木（伸）委員。 

○鈴木（伸）委員 今は玄関から入ってきたあそこ

の人のことだと思うんですけれども、立たれてい

て、１人でやられている感じがするんですけれど

も、よその自治体なんか行くと、ちゃんとカウン

ターのあるところで、こう言っていいんだと思う

んですけれども、若い女性が２人ぐらいで応対し

ているような、１人のところもあるのかな、そん

な感じのイメージのところが多いんですけれども、

やはり今の状態で、ただ人が替わるだけというイ

メージなんでしょうか、この案内は。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 現状としましては、先ほども申し

上げましたとおり、職員が今やっている内容をや

っていただくということで考えております。どう

しても、立ってというところでいきますと、動い

て案内するというところもございますので、座っ

ているよりは立って御案内するというような流れ

で考えてございます。 

○山形委員長 同じ箇所。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、その委託先はどういったと

ころになるのか、伺ってもよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 委託先につきましては、現在考え

ておりますのが、先ほど若干触れさせていただい

たんですけれども、市民課でフロアマネジャーと

いうものを業務委託を行っています。いわゆる市

民課の窓口業務について案内すると、それによっ

て円滑に申請取得ができるような環境を整えてい

るというような状況です。 

  ただ、その市民課の窓口案内業務、フロアマネ

ジャーにつきましても、多種多様に庁舎のことを

聞かれることがございます。あわせて、そういう

知識をお持ちというところもありますので、あと

は来庁者の中の一番占める割合が多いかなという

のが、市民課のお客さんが多いかなというところ

もありますから、一体的にできればなというふう

に考えております。 

  今回、令和５年１月１日からの業務委託で考え

ておりますが、その委託期間最終を、現状の市民

課のフロアマネジャーの業務委託期間と合わせま

して、可能であれば、その業者に委託をしていき

たいなというふうに思っています。 

  また、その委託期間終了後は、市民課のフロア

マネジャー業務と併せて発注をしていきたいなと

いうふうに考えております。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 現行の委託先になるんだろうと思うん

ですが、そうしますと、この112万2,000円の算出

根拠を説明いただいてよろしいでしょうか。 

○山形委員長 課長。 
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○平井総務課長 算出根拠でございますが、まず、

今回の年度内の委託期間としましては、１月から

３月という三月になります。 

  そこで、先ほど申し上げましたが、案内業務と

しては１名以上いていただくというようなところ

です。主に、人件費相当額が占めるウエートが大

きいのかなと思いますけれども、そういったとこ

ろでの算出によって出した金額が、先ほどお話い

ただいた112万2,000円というようなところでござ

います。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、３か月で112万2,000円

ということになりますと、先ほどの債務負担行為

が700万ですから、３か月で100万だから、21か月

分が債務負担行為になるということでいいんです

か。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 見込んでおります期間としまして

は、先ほどから申し上げました令和５年１月１日

から令和６年９月30日までとなります。令和６年

９月30日です。ですから、議員おっしゃったとお

り、20と一月ということになります。21月です。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 以前は、窓口業務、大切ですよという

ことで、本来なら先ほど鈴木委員も言われました

ように、精通されたどこかの業者が、どこの市に

行っても制服を着て対応しているというのが多い

ものですから、そういうふうにして那須塩原市も

いくんですかという話をしたときに、窓口は係長

ぐらいの人が今やっているのかな。やはり館内、

庁内をしっかりと熟知した方が窓口に就くことに

よって、市民のサービスが強化されるんだという

説明の下に、現在までずっとそういうふうにやっ

てこられた経緯がございますので、それが突然の

ように、来年の１月から業者にお任せするという

ことになりましたのは、何か特殊な理由があった

のかどうか、ちょっと聞かせてください。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 特殊な理由といいますか、現状、

職員が輪番制で行っている中で、先ほど申し上げ

ましたとおり、デジタルサイネージ、こちらの活

用も含めて実証実験をやったところですが、残念

ながら、現機能としては十分にデジタルサイネー

ジのみでは対応できないというところです。 

  それと、職員につきましては、輪番制というこ

ともありまして、どうしても何月かに一度、そち

らのほうに、１回当たり２時間程度にはなってい

るんですが、どうしてもその時間、窓口のほうに

出なければならない。そうしますと、抱えている

業務が、状況によっては中断されてしまうという

ようなところも正直ございます。 

  また、いろいろ状況が変わってきている中で、

おのおのが担当する業務量も増えているというと

ころもあるものですから、できるだけおのおのが

所管する業務に専念できる環境をつくるのも現状

必要かなというところ、そういったものも含めて

判断して、それと、あとは、人件費相当というこ

とになれば、もちろん費用的なもの、勤務してい

る時間内ですから、職員に新たに給与的なものが

発生するというものはないんですが、それを行う

ことによって、結果的に時間外勤務に出てしまう、

そういったことも考えられますので、そういった

ところも含めて総合的に判断した中で、今の状況

の中では業務委託のほうがよいだろうという判断

の下、方向転換をさせていただいたところでござ

います。 

○山形委員長 中村委員。 

○中村委員 今、課長の話を聞いていると、全くご

もっともな話でございますが、当時はやはり職員

が輪番でやるということを随分意地を通されてき
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ていたものですから、そういうことを考えますと、

基本的に考えが変わったのかなと思ったものです

から、今ちょっとお聞きをさせていただきました。 

  分かりました。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 今の関連のところなんですけれども、

あそこはもともとは役所を退職した方がずっとや

っていた時期があって、それが終わった後に、そ

れこそデジタルサイネージ、タッチパネルになっ

て、そのときに、将来的にはタッチパネルでいけ

るんだみたいなことで、さくらさんと名前つけて

やっていましたよね。 

  そうしたら、このたび、それをやめて、外から

の人を雇うということなんですけれども、つまり、

当初思っていたようにはならなかったということ

でよろしいんですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 デジタルサイネージ実証実験とい

うことで、まず導入を図ってみました。 

  その結果でいきますと、デジタルサイネージの

みでの対応が可能だったのが20％ちょっとという

ところになります。それが高いのか低いのかとい

うのはあるかもしれないんですが、一定の効果は

あったかなというふうに思っています。ただ、デ

ジタルサイネージのみで対応が全てできるかとい

うと、先ほど申し上げたパーセンテージしか対応

しきれていないものですから、それは無理である。 

  また、どなたかいれば、いわゆる人とデジタル

サイネージが組めばというところあるんですが、

そうすると費用的なところが二重にかかるという

負担もあります。 

  現状、今回導入したＡＩさくらさん、結果がそ

ういう形にはなっておりますが、今後も全く使わ

ないということではなく、この実証実験の結果を

踏まえて、今後、デジタルサイネージの技術的な

ところも向上が図られるというふうに思っており

ます。 

  ですから、今後の部分も注視しながら、全く今

後使わないよということではなく、環境が整うよ

うなときには、そういった非接触型の導入も考え

ていく必要があるかなというふうに思っています。 

  現状の実証実験の中では、ちょっと一本として

使っていくのは無理かなという判断に至ったとこ

ろでございます。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 すみません。再度なんですけれ

ども、そもそもについて、ちょっとお伺いしたい

んですけれども、案内窓口というのは、会社とか、

それから、よその庁舎なんかに行くと必ずあるん

ですけれども、市民にとって顔ですよね。その顔

の人がどういう説明をしてくれるかというのは、

すごくその建物の中のイメージに、すごく影響し

てくると思うんですよ。 

  そういう大事な業務なんですけれども、そもそ

もなぜ市の職員がやらないのかなというところを

ちょっとお伺いしたいなと思いました。 

  そういう部署として、ちゃんとそこに用意しな

いのかなと思いまして。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 確かに、まず、来庁して最初に接

する場所というのは市役所の顔になるところかと

は思います。 

  ただ、どうしても案内窓口のみで解決する案件

というのが、正直ない状況です。どこの部署に行

ったらいいかというような形での御案内というの

が非常に迅速に必要かなというふうに思っていま

す。 

  そういったところでいくと、総合窓口案内とい

うよりは、おのおのの部署の窓口できちんと対応

するというのが、まず第一かなというふうに思っ
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ています。ただ、そこにつなぐ総合案内窓口も重

要な位置づけです。 

  今回、職員から民間へというような流れにはな

りますけれども、どうしてもそこの部分に、何て

いうんでしょう、移動的なところで職員を配置す

るのではなく、もう専門的に業者が請け負ってい

ただくことによって、迅速に必要な部署に御案内

いただくというような形を民間のほうにお願いし

て、実際見えたお客さんの窓口の対応は職員が丁

寧に行う、そういった流れというのも必要かなと

いうふうに考えております。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 いや、どうしてもちょっとだけ

気になるんですけれども、輪番制にしたときの理

由というところにつながっているんだと思うんで

すよ。だから、言葉悪いですけれども、あそこの

部署が、何か職員としてあそこに立つのが、何か

不都合がある、嫌だなとか、何かそういう感情的

なことがあるのか、何かちょっと分からないんで

すけれども、それを輪番制にして、輪番制にする

なら、もうそういうものは外注してしまえという

ふうにしたのか。すみません。そこのところ、具

体的というか、ちょっと掘り下げてだけ説明いた

だけますか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 総合窓口案内設置の考え方からい

きますと、改めてそこに職員を専属的に配置する

ということではなく、ある一方の視点としまして、

職員の人事育成というところもございます。いわ

ゆる窓口業務を持っている部署だけではございま

せんので、中には管理部門とかそういったところ

で、なかなか市民と接する機会のない職場という

のもございます。 

  そういったところから、総合案内窓口で、いわ

ゆる対市民との接し方の研修といいますか、実務

的なところで学ぶというのも、この総合案内業務

は担ってきたところがあります。 

  ただ、状況としましては、先ほど申し上げまし

たとおり、業務のほうが大分変わってきていると

いうような中で、おのおのの所管する業務がかな

り複雑・多様化しているところもあります。その

所管する業務に専念できる環境ということで、今

回の判断には至ったところでございますが、先ほ

ど、当初の一つの目的といいますか、側面を持っ

ていた育成の部分については、今後何らかの形で

窓口の研修みたいなのは考えていきたいなとは思

っておりますけれども、スタート的には、総合案

内窓口に専属した職員を配置するのではなく、研

修面も含めて輪番制でというところでのスタート

でございました。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 質問はあまり長くはしたくない

んですけれども、なぜ輪番制にしたかということ

ですよね。大事な部署だから、そこに一つの部署

として、１年間きちんといる、２年間いる、ちゃ

んと研修をしている、それで市民と接することも、

その職員にとって将来、多分、多少肥やしになる

んじゃないかと思うんすよ。 

  だから、なぜそこを輪番制にしたのか、最後は

外注してしまうのか、そこがちょっと聞きたいな

ということであります。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 輪番制にしましたのは、多くの職

員が体験できるといいますか、多くの職員がそこ

に立って案内することによって、通常の業務では

得られないところを経験するという形、多くの職

員がそういったことに接するというところでの輪

番制です。 

  それが、なぜ外注といいますか、民間になるか

というのは、先ほど来申し上げている形の中で、
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業務の負担感を減らすといいますか、所管する業

務に専念できる環境をよりつくるというところか

ら、今回業務委託というふうに進んだわけです。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 せっかくの輪番制にして、多く

の職員が窓口で市民に接するところがいいところ

だと説明しているのに、何でそこを外注にしちゃ

うのかということの説明にはつながらない、何か

矛盾しているように聞こえて腑に落ちないんです

よ。そこだけなんですけれども。 

〔「業務が中断しちゃうから」と言う人あ

り〕 

○鈴木（伸）委員 でも、業務中断してもいいこと

をやろうとして、輪番制にしているんですよね。 

  業務はもう、だから、業務を中断しない、輪番

制じゃなくて専属制にしたらどうなんですかとい

うことを言っているんですよ。専属制にして、そ

こで１年間とか２年間継続してやれば、市民と接

することができる。でも、ちゃんと接するときに

教育をして、庁内の各部署はどういうことをやっ

ているかとか、それから、市民の接し方とか、そ

ういうものをきちんと教育して、そこに１年、２

年いて、そこから違う専門的な部署に移るという

ことが、将来の職員の肥やしにだってなるんじゃ

ないかというふうに思えるんですよ。わざわざ輪

番制にするというメリットがあるわけだから。 

  それをわざわざそういうのを外して外注すると

ころが、どうも話の展開が腑に落ちないので、ま

ずもって、いいと言っている輪番制にした理由の

ところを何でぶった切って外注にしちゃうのかと

いうところが、まだ腑に落ちていないんですよ。 

  もうこれで落ちなくてもやめますけれども。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 いただいている質問関係ですが、

先ほど来、ちょっと私のほうで申し上げています

けれども、スタートはそういう形でございました。 

  その後の状況的なところで申し上げますと、こ

れもお話し申し上げましたが、おのおのの業務が

というところで専念できる、より環境というとこ

ろで考えています。 

  ただ、いい部分というところはもちろんござい

ましたので、先ほど若干触れましたが、総合案内

窓口に出ることによって学べる部分というのは、

別な研修的なところで設けていければなというふ

うには考えております。 

  また、きちんと案内という点からいくと、業務

委託においてもそういった案内業務はできるかな

という、そして、案内された窓口での対応という

のは、より重要かなと思いますので、そういった

ところも力を入れていかなければならないという

ふうには思っておりますが、輪番制にしたところ

のメリットというのは、今後、何らかの形では生

かしていきたいなというふうには思っております。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません。 

  今、聞いていて思ったんですが、窓口案内とは

誰のためにあるのかと考えたときに、これは職員

のためではなくて、外から来た人が自分の目的を

達するためにどこ行っていいか分からないから、

税金払うのどうしたらいいですかとか、こういう

相談はと聞くための案内だと思うんです。 

  今の説明を聞いていると、職員の、何ていうん

ですか、育成とか、そういうようなこととは違っ

て、これは市民のための窓口なので、それを考え

たときに、本当に委託をして、確かにあそこに今

いらっしゃる方たちが少し慣れているにしても、

私はこの２か月の間、あそこでちょっと用事があ

ると職員と間違えられて、これこれするのはどこ

行ったらいいですかと聞かれました。２度。たま

たま分かっていたので答えることができたんです
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けれども、あそこにはきちんと熟知をした、何は

どこへ行ったらいいか、今日は議場で例えば傍聴

はできるのかまで含めて、そういうことをやる人

がいないと、外から来た人はとても分かりにくい。 

  そういうことを考えると、私はこれを１月から

何の研修もしないで、どういう方がいらっしゃる

か分からないですけれども、ここの業務とても複

雑だし、毎年のように課とか部とか何とか室とか

というのができている中で、やっぱり分かりにく

い。これで本当に市民のための案内係と言えるの

かというところが、今ずっと聞いていて不安にな

ってきたんですけれども、それについてはいかが

なんですか。 

○山形委員長 課長。 

○平井総務課長 先ほど来、ちょっとやり取りさせ

ていただいているのが、冒頭申し上げましたが、

本筋ではなく側面的なところで、いわゆる職員も

研修になるし、結果的に今回民間を導入すること

によって職員の負担軽減にもつながっていくもの

と考えていますというふうにお話ししましたが、

それがメインではございません。 

  あくまで案内するに当たって、職員ですとやは

り輪番制、交代交代にもなっておりますから、そ

こに専念、いわゆるそこにずっと請け負っていた

だく業者、配置していただく人が同じような方で

あれば、案内業務というのはより円滑にいくので

はないかなというふうに考えたところもございま

す。 

  窓口案内ですから、確かに議員おっしゃるとお

り、役所の組織もいろいろ複雑ですし、その日に

よっていろいろ会議等もあったり、業務内容も変

わってきたりするところはありますが、そういっ

た点は業者のほうと連携を図って、スムーズにい

くように努めていかなければならない、それは今

後の部分になりますけれども、そこは重要かなと

いうふうにはもちろん認識しておりますので、連

携を図って、いわゆる市民のための総合案内窓口

であることは、十分機能できるような形で進めて

いきたいなというふうには思っております。 

○山形委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  山本委員。 

○山本委員 意見です。 

  今のところなんですけれども、やっぱりこの総

合窓口の目的は、決して職員の研修のためでもな

いし、一番はあそこに来た市民が自分の目的を果

たすためにどこへ行ったらいいかということのた

めです。 

  ですから、ぜひ、これ１月からどこかの業務委

託で頼むというのであるならば、以前のように、

市役所にずっと勤めていてお辞めになった方に、

２人なら２人頼んで交代でやってもらうみたいな

ことが、多分一番分かっていることだと思うんで

すが、どうもそうではないらしいので、１月から

始めるに当たっては、ぜひそれまでにしっかり、

研修してできるものでもないとは思うんですが、

市民の人が来たときに何を聞かれても答えられる、

あるいは分からなかったときはどこへ聞けば分か

るかぐらいのことをしっかりと分かる人にいてい

ただきたいというふうに私は思います。 

  そうじゃないと、何のためにあそこに立ってい

るのか。あそこ分かりにくいんです、意外と。案

内窓口といっても。狭いし。そういうことをしっ

かり考えていただいて、こういう予算が出ている

ので、反対はしませんが、しっかりやってほしい

というのが私の意見です。 
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○山形委員長 貴重な御意見ありがとうございます。 

  再三再四言っているんですけれども、１月から

入るということで、今、山本委員が言いました不

安があるというのは、私も聞いていて同じような

意見でありますので、しっかり市民の皆さんに分

かりやすい、しっかり対応できるというふうなこ

とで理解させていただきました。 

  ほかに何か御意見、議員間討議、討議すべき点

ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、もう一度だけ質

疑に戻ります。 

  皆さんのほうで質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決するこ

とに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。 

  委員会の再開予定は13時45分となります。 

 

休憩 午後 １時４１分 

 

再開 午後 １時５０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎財政課の審査 

○山形委員長 ただいまから財政課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  財政課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○広瀬財政課長 （議案第101号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 市債は何ページでしたっけ。ごめんな
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さい、４ページですね。４ページの市債、ほとん

ど減額と、予定よりも歳入が多くなったというこ

とだったんですが、土木債の二項目だけが増額に

なっているんですが、ここは減額にならない理由

は何なんでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 こちら道路橋梁債と、それから都

市計画債です。こちらが２本増額ということにな

ります。 

  中身については、どちらも補助事業になってい

るんですけれども、補助事業内で事業を組替えい

たしました。要は、補助金の交付額の中で事業を

組み替えると。たくさん事業がございますので、

補助金が大きく来ます。その中で事業を組み替え

たということによって、個別の事業でたまたまこ

ちらが起債が増額になるというものでございまし

て、今回の歳入の増額に伴う市債の減額というも

のとはちょっと性格が異なるというものでござい

ます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これは所管が違うんでちょっと大変あ

れなんですが、いわゆる国庫補助金の中の道路橋

梁補助金というのが減額になっている、これは建

設経済になるんだと思うんですが。それが影響し

て道路橋梁債とかが増額する、そういうことでは

ないんですか。 

○山形委員長 課長。 

○広瀬財政課長 繰り返しになってしまいますけれ

ども、補助事業の中で事業がたくさんあるわけで

す。その中でなるべく有利に事業が進むように組

替えをします、補助金が効率的に使えるようにで

すね。その中で、どうしても一般財源を充てなく

ちゃならない、いわゆる補助裏に対して起債を充

てると。全部持ち出しということではなくて、有

利な起債を充てて、少しでも持ち出しを少なくす

るという中で、たくさんの事業の中で組替えを…

…、そちらのちょっと細かいところまでは今、つ

ぶさに覚えてはいませんが、そういう影響でどう

しても増額になってくるものもあると。反面、減

額になるものもあるということでございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、質疑の途中ですが、議員

間討議に入ります。討議すべき点、あるいは委員

からの意見はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  財政課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は14時15

分とさせていただきます。 
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休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎契約検査課の審査 

○山形委員長 ただいまから契約検査課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  契約検査課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○浅賀契約検査課長 （議案第101号について説

明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  契約検査課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は14時25

分となります。 

 

休憩 午後 ２時１８分 

 

再開 午後 ２時２５分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎課税課の審査 

○山形委員長 ただいまから課税課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  課税課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０３号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第103号 令和４年

度那須塩原市介護保険特別会計補正予算（第５号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○福田課税課長 （議案第103号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第103号 令和４年度那須塩原市介護保険

特別会計補正予算（第５号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第103号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  課税課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は14時30

分です。 

 

休憩 午後 ２時２７分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画部の審査 

○山形委員長 これより企画部の審査に入ります。 

  初めに、小泉部長から御挨拶をお願いします。 

  部長。 

○小泉企画部長 （挨拶。） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  これまでは１つの所管課ごとに審査してまいり

ましたが、企画政策課と市民協働推進課につきま

しては、補正予算案件の審査をする上で関連があ

りますので、２課同時に審査することといたしま

す。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画政策課・市民協働課の審査 

○山形委員長 ただいまから企画政策課、市民協働

推進課の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  企画政策課、市民協働推進課については、総務

企画常任委員会に対する付託案件がありませんの

で、予算常任委員会（第一分科会）に切り替え審

査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  市民協働推進課長。 

○渡辺市民協働推進課長 （議案第101号について

説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  企画政策課、市民協働推進課所管の審査事項は

以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は14時40

分とさせていただきます。 

 

休憩 午後 ２時３５分 

 

再開 午後 ２時４０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎デジタル推進課の審査 

○山形委員長 ただいまからデジタル推進課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  デジタル推進課については、総務企画常任委員
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会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （議案第１０１号につい

て説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 執行計画書５ページです。住民情

報システム管理費の新規引っ越しワンストップ支

援サービス導入と保守というところなんですけれ

ども、こちらの委託期間と、それから253万円の

内訳をお願いします。 

○山形委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ２時５９分 

 

再開 午後 ２時５９分 

 

○山形委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 失礼いたしました。 

  委託期間は令和４年度１年間で構築ということ

で考えてございます。 

  委託料の内訳でございますが、引っ越しワンス

トップの支援サービスの導入支援ということで

154万円、それからタスクが関係するシステムで

ございますので、ＴＡＳＫクラウドのかんたん窓

口のシステム設定費といたしまして33万円、これ

は既に導入しているかんたん窓口システムと連携

して手続を行えるということで、この設定費用が

33万円の計上でございます。 

  それから、ＴＡＳＫクラウド住基システムの設

定費ということで、こちら住基システムとも関連

してございますので、33万円のこちらも設定費の

計上と。 

  それからもう一つ、ＴＡＳＫクラウドスマート

申請システムの設定費ということで、実は今後導

入……、既に導入しましたスマート申請システム、

いわゆるオンラインで行政手続が行えるシステム

です。こちらとも連携して手続を行うことができ

るということで、こちらも設定費用として33万円

の計上ということでございます。合わせまして、

委託料が253万円ということになってございます。 

  以上でございます。 

○山形委員長 中里副委員長。 

○中里副委員長 了解いたしました。 

  確認で、委託期間のちょっと確認なんですけれ

ども、先ほど令和４年度１年分と言っていたんで

すけれども、12か月ではなくて残り３か月という

解釈でよろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 おっしゃるとおり３か月

ということになってございます。 

○山形委員長 ほかに同じ箇所で質疑のある委員の

方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 
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  山本はるひ委員。 

○山本委員 その下の行政情報システム管理費の中

の職員間コミュニケーションチャットツール導入

保守ということなんですが、私こういうことに疎

いということを先に言っておきますが、チャット

というと、何か会話するとかおしゃべりするとか、

昔からあったような気がするんですが、具体的に

どういうコミュニケーション、パソコンでやるん

ですか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 機械といたしましては、

パソコンでもできますし、職員の皆さんが持って

いるスマホですとか、そういったものでもやり取

りが可能です。イメージといたしましては、今、

皆さんよくＬＩＮＥですとかそういったツールを

お使いだと思うんですけれども、そういった感覚

でやり取りをするものです。もうちょっと見た目

はビジネスライクなので、ＬＩＮＥほど吹き出し

ですとかそういった感じではないんですけれども、

イメージとしてはそういう感じで、簡単にやり取

りができると。メールだとどうしても、皆様お疲

れさまですから始まって、何々様みたいなそうい

うやり取りで、そこを入れていくのにも、やはり

少しの時間なんですけれども、積み重なると結構

な時間になっていたりするということで、そうい

ったものを省いて職員間でやり取りをしたり、あ

と、もうちょっと機能を説明しますと、例えば今

まで職員に物事を聞くということが、実は職員っ

てあまりなくって、自分が今いる所属の前の職員

にはよく聞いたりはするんですけれども、それ以

上前の職員にはなかなか聞いたりしないとかとい

うところがあって、実は職員、いろいろ異動して

経験をしてきていますから、いろいろ情報を持っ

ている職員も中にはいるんです。そういった職員

から情報を得たりとか、そういったことが容易に

できるような、そういうアプリケーションになっ

ております。 

○山形委員長 山本委員。 

○山本委員 多分、便利に使えるんだろうとは思う

んですが、今、スマホもということだったんです

が、スマホって多分、個別に持っているもので、

市役所の職員八百何人に、市役所のスマホを貸し

与えているわけではないと思うんですが、これ便

利だということは、仕事上使うのとプライベート

で使うようなものがきちんとどこかで分けないと

というのがちょっと心配なんですが、その辺は大

丈夫なんですか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 おっしゃるとおり御心配

だと思うんですけれども、おっしゃるとおり、今

まではＬＧＷＡＮの中で一つの、ある意味でちょ

っと閉鎖されたネットワークの中で業務を行って

おりましたから、あまり大きくセキュリティーの

ことに関して心配する必要もなかったというのが

正直なところなんです。ところが、今度はインタ

ーネットに直接さらされているというような状況

になりますので、セキュリティーも強化していか

なくちゃいけないということで、その辺の機械的

なセキュリティーの部分は強化を当然していると

ころなんですけれども、一番心配なのは人的セキ

ュリティーの部分というところで、今、議員がお

っしゃるとおり、今回のツールにつきましては、

スマホ等でも情報の収集とかはできるんですけれ

ども、そこは職員の使い方次第ということで、そ

こはお任せするんですが、スマホで使う場合には、

こういう機能を閉じておこうとか、あとはこうい

うことをしてはいけませんよとかという教育はこ

れからしていこうというふうには思っているとこ

ろでございます。 

  基本的には、職員に配布しているパソコンで使
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っていただくということが想定なので、そこを主

としては考えているんですけれども、これから働

き方改革も進めなきゃならないというような部分

もございますので、その中で自宅のパソコンでグ

ループウエアとかこういったチャットツールが開

けると、家でやっていても当然できますし、その

ときは役所のデータは絶対ダウンロードしちゃ駄

目ですよとかというルールをつけながら、セキュ

リティーも教育しながらやっていきたいなという

ふうには考えてございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 3001事業の会議録作成システムなんで

すけれども、このシステムを導入すると、今まで

４時間ぐらいかかっていたと言われたものがどの

ぐらいに短縮できるものなんですか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 ケース・バイ・ケースで

あるとは思うんですが、通常ですと、テープに撮

ってきて、それを耳で聞きながら、何回も聞き直

しながら打つというところなんですけれども、そ

れを自動でやってくれるんですね。完璧ではない

ので、部分的に直さなくちゃいけない部分はある

んですけれども、半分から３分の１程度には業務

時間は短縮できる、場合によってはそれ以下にも

なる可能性もあるということで、実はこのアプリ、

テープをとってきて、その後起こすということだ

けではなくて、音響がこのようにしっかりしてい

るところであれば、会議中に文字を起こしてくれ

るということもできるので、場合によってはそれ

以上減るということも考えられなくはないとは思

います。 

  問題はその後の決裁ですとか、参加した皆さん

への確認作業ですとか、そういったところもこれ

から、先ほど山本委員に御説明したようなチャッ

トツールですとか、そういったものを使いながら

短時間でそういう確認作業とか、そういったもの

ができるようにすれば、かなりの効率化にはつな

がるんではないかなというふうには考えてござい

ます。 

  以上です。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでこの26万4,000円というのは３

月までという金額だということですから、何か非

常に安いような気がするんですが、３月までとい

うことでよろしいんですよね。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 こちらは補正予算ですの

で３月までということで、来年度はまた新年度予

算で要求はさせていただきたいと思っております。

今このプランが、実は、使う人によって増えると

いう金額のプランではなくて、何時間録音したや

つを文字起こしすると幾らみたいな形なんですね。

なので、今、いろいろこれを導入するに当たって

職員のほうにいろいろ調査をしまして、どのぐら

いの時間があるのかというのを積み上げた上でや

ってはいるんですけれども、そこで大体これで見

込めるかなというぐらいのものなので、もしかす

るとこれが少し普及されて使われてきますと、補

正なりで金額をちょっと追加させていただいてと

いうこともあるかもしれませんが、今のところこ

れと、これは３か月ということで、来年度は新年

度でまた新たに予算計上させていただく予定でご

ざいます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、今のところは了解しまし

た。 

○山形委員長 同じ箇所で質疑のある委員の方いま

すか。 

〔発言する人なし〕 
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○山形委員長 なければ、ほかに質疑のある委員の

方いらっしゃいますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、その上のインターネット接

続モバイルルーター通信料なんですけれども、こ

れが54万3,000円ということで、これ月に直すと

18万ということになるんだと思うんですが、これ

は逆に高いと思うんですが、どうなんですか。こ

ういう質疑はまずい…… 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 一般家庭のインターネッ

ト接続料からしますとかなり高いというふうに思

います。私も実際高いと思いますが、１Ｇｂｐｓ

の帯域保証というのが相当なものでして、通常の

家庭ですと、よくインターネット、光回線１Ｇｂ

ｐｓとかというふうに書いてあっても、その保証

がないので、１Ｇｂｐｓが全て出るとか使えると

いうわけではないんですね。なんですが、今回、

職員が900人から、場合によっては1,000人からつ

なぐというようなことがありますので、１Ｇｂｐ

ｓは最低限確保してくれということで、その保証

がある契約なのでちょっと高くなっちゃっている

ので、ちょっと高いと思うかもしれませんが、こ

のあたりが１Ｇｂｐｓの相場なのかなというふう

に思っております。 

  ちょっと余計なことをお話しするようなんです

けれども、我々のほうでも、今までそんなに接続

していなかったのが、今度はいろんなサービスで

一気にインターネットを使うことになるんですけ

れども、大丈夫なんですかということで通信会社

に確認したところ、１Ｇｂｐｓの帯域保証があれ

ば、大体うちのやりたいことはできますというよ

うなことで、この保証があれば、この金額であれ

ば、大体しばらくは大丈夫というようなことで確

認はしておりますので。これ以上の帯域は逆に要

らないということで、１Ｇｂｐｓにさせていただ

いているということになってございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これモバイルルーターということなん

で、ルーター自体は何台、そうすると用意するん

ですか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 すみません、ちょっと私、

先ほどインターネット接続のほうをお答えしてい

たんですが、先ほどの回答は先ほどの回答でよろ

しかったですか、はい。 

  では、モバイルルーターのほうなんですが、こ

ちらは４台を予定してございます。このモバイル

ルーターにつきましては、実は市長、副市長、教

育長がタブレットを今持っているんですけれども、

そのタブレット単体ではインターネットに接続で

きないタブレットなんですね。そのタブレットを

接続できる、外出先にいても接続できるようにす

るためのタブレットということで、このタブレッ

トを持っていることによって、三役の方がどこに

いても、変な話、連絡がつくというようなものに

なっております。このタブレットを持っているこ

とによって、今後新しいグループウエアですとか、

先ほど山本委員に御説明したコミュニケーション

チャットツールですとか、そういったものもタブ

レット上で行うことができますので、各職員との

緊急的な連絡もそれでつきますし、タブレットな

ので、皆さんもお持ちだと思うんですけれども、

議会中の答弁の原稿を手元で読んだりとかも、そ

ういったことも使えますので。ちょっとモバイル

ルーターもつけて外出先で使えるようにしたいな

ということで、今回モバイルルーターを要求させ

ていただいているということでございます。 

○山形委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、54万3,000円のこのイ
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ンターネット料金とモバイルルーターのほうを分

けた金額を教えてもらってよろしいですか。 

○山形委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 では、インターネット接

続料のほうは49万5,000円でございます。モバイ

ルルーターの通信料のほうが４万7,256円でござ

います。 

  以上です。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 なければ、ほかの箇所について質疑

のある委員の方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  デジタル推進課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は15時30

分とさせていただきます。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時３０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎秘書課の審査 

○山形委員長 それでは、ただいまから秘書課の審

査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９７号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第97号 「日本国・

那須塩原市」と「ベトナム社会主義共和国・カン

トー市」相互協力に関する協定の締結についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします 

  課長。 

○後藤秘書課長 （議案第97号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木伸彦委員。 
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○鈴木（伸）委員 このカントー市って人口は那須

塩原市よりもかなり多いところのようですよね。

いろいろ経済的な効果があるのかなと思って期待

するところなんですけれども、この内容の１番の

あたりですけれども、経済効果をどういうふうに

考えているのかについてちょっとお聞かせいただ

けますか。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 議員おっしゃるとおり、カントー

市はベトナム国内における５番目の直轄市という

ことで、かなり大きな都市となります。農業が盛

んなんですけれども、空港ですとか工業団地があ

ったり、ベトナム国内では重要な経済地域と考え

ております。経済発展にも期待が持てると思いま

すけれども、経済効果というところなんですけれ

ども、協定締結後の具体的な交流、取組としまし

て、今、詳細はこれからの検討ともちろんなりま

すけれども、今想定しているものとしましては、

本市の特産品のベトナムでの販売、販路拡大です

ね、そういったことですとか、カントー市からの、

ベトナムからの観光誘客、インバウンドというこ

とです。そういったところで、本市にとっても経

済効果があるのではないかというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 これから計画するということで、

細かい積み上げができないということなのだとは

思うんですが、今回も何百万という費用をかけて

伺っているんですから、市民側としては、それ以

上の、それは起爆剤であって、期待をしていると

ころですけれども、その10倍とか100倍とかとい

う期待があるのかなと思うんですけれども、そう

いうもうざっくりなんですけれども、そういうこ

とを目指しているんですよね。インバウンドにし

ても、今10人ぐらい来るんですよみたいなのじゃ

駄目で、これからも10人以上ね、やはり100人と

か大きな団体で来るよという期待を寄せられるの

かどうかとかね、そういう展望を持っての内容だ

と私は思っているんですが、もうちょっと展望に

ついてお伺いできるでしょうか。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 考えられる経済効果、金額の算出

などはまだしておりません。ただ、長期的なとい

う見方をしておりまして、まずは今回、カントー

市とのつながりを持つというところでの協定締結

になります。もちろん具体的にいろいろ検討し、

実際進めてまいりたいと思いますけれども、まず

はつながりをつくって、やれるところから、長い

長期的な戦略を持ってというふうに考えています

ので、今の段階で何倍とか幾らというのはちょっ

と明言できない状況にございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 

  中里副委員長。 

○中里副委員長 すみません、協定書、協定を結ぶ

というところでちょっとお聞きしたいのは、うち

は那須塩原市の長で、相手方がカントー市の長と

いうのか、人民委員会委員長というふうに書いて

あるんですけれども、この人民委員会の委員長っ

てどういう立場の方なのか、ちょっとお聞かせく

ださい。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 社会主義の国なので、日本とはち

ょっと違うというところはあるんですけれども、

今回協定を結ぶカントー市の人民委員会委員長と

いう役職は、カントー市のトップ、うちのほうで

言えば市長と同等というふうに考えてございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いらっし

ゃいますか。 
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  星委員。 

○星委員 先ほど鈴木委員のほうからは、経済的な

部分での効果というところでの質問はあったんで

すけれども、答弁の中で、長期的なことを見据え

てという展望のお話もいただきました。その長期

的なというところを含めていくと、経済的なとい

う部分というよりも、もっとさらに奥深く文化的

な交流だったりとか、あとは子供たちとの交流と

いうことも、筋をつくる、土台をつくる上では重

要になってくるのではないかと思いますが、所管

は違うんですけれども、そういったことも展望に

入っているのかどうかをお伺いいたします。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 議員おっしゃるとおり、ここで協

定書の案のほうには、観光業、農業の分野を中心

にということで書いておりますけれども、それ以

外の分野も当然含んでおりまして、文化交流です

とか、あと人材交流、いろいろな業種についての

人材交流ということでもやっていきたいなという

ふうに考えてございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先日、ベトナムの代表団の方がお見え

になって、お会いさせていただいたところだった

んですが、基本的に先日来たカントー市の役職の

ある方々について、まず基本的にやはり英語はほ

ぼしゃべれなかった。日本人の私たちもほとんど

英語はしゃべれなかったという状態で、今後協定

を結んで、いろんなところで事業を進めたりです

とか交流を進めたりとかというところで、その辺

を秘書課としてはどのように、英語がまず通じな

い、日本語はもちろん通じない。こちらの人には

ベトナム語はほぼ分からない。これをどのように、

まず交流を進める上で解決していく考えでいるの

かお伺いしたいと思いますが。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 これからいろいろなことをやって

いくに当たっての言葉の問題というところかと思

いますけれども、先日いらした視察団の皆様、主

に行政側の方は英語がしゃべれる方としゃべれな

い方と、割と半々だったかなというふうには感じ

ました。民間企業のトップの方がかなりいらっし

ゃっていましたけれども、民間企業の方は英語で

会話ができていたようですので、これから例えば

民間同士のやり取りなんかは英語でもある程度で

きるのではないかと考えております。 

  あと、英語が通じないところについては、行政

側も含めてなんですけれども、ベトナム語が分か

る通訳の方を介してということになるかと思いま

す。それとあとは、先日のレセプション等でも翻

訳の何かいろいろツールが今ありますので、そう

いったものでもある程度の交流が図れるのではな

いかと考えております。 

○山形委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第97号 「日本国・那須塩原市」と「ベト

ナム社会主義共和国・カントー市」相互協力に関

する協定の締結については、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第97号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで総務企画常任委員会を予算常

任委員会（第一分科会）に切り替えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 次に、議案第101号 令和４年度那

須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○後藤秘書課長 （議案第101号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 この交流に関しては、お互いが

あるわけですから、那須塩原市が主流で進めてい

ることなのか、カントー市さんのほうが那須塩原

市と交流を深めたいということで積極的に進めて

いるのか、どちらなんですか。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 どちらが積極的ということではな

く、那須塩原市もカントー市も同じ熱量を臨んで

いると思っております。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 これは４年から５年度だから、

２年度の債務負担行為、２年間ですかね。結構、

先ほどだと、何ていうんですかね、   お金だ

けではなくて、文化とか地域交流、国を越えた交

流というのは大切だと思うんですけれども、やは

り市民の税金を使うんですけれども、金額ね、こ

れ年間1,000万で、２年間で2,000万超えているん

ですよね。結構そういう意味では大きいなという

感覚を持ってお伺いしているんですけれども、こ

れまたこのまま２年で終わるんじゃなくて、こう

いった交流は、この金額をもってね、さらに何年

間も続けるという、将来的な考え方をお持ちでの

スタートでしょうかね。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 協定を締結した後は、長期にわた

って交流を図っていきたいと考えておりますので、

ただ、この金額は協定締結のために、一時的にと

いう言い方はあれなんですけれども、来年度の５

月、６月あたりに市のほうからカントー市を訪問

する、そのための旅費等の費用となります。この

金額が毎年かかるということではない、ありませ

ん。 

  以上です。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 毎年かかることではない、そう

いう考え方ではあると思うんですが、先ほどの協

定の契約ということもあるんですけれども、要す

るに何か事業をやれば、普通は目標があって、そ

れを達成させる。それに対して効果がこういうふ

うにありました、その効果は、要するにコストパ

フォーマンスとかＢ／Ｃみたいな、ベネフィッ

ト・バイ・コストみたいな形で判断されると思う

んですよね。それが業務評価だと思うんですよ。

これを推進したことの、そのお金を投じて、税金
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を投じて、果実、成果というのはどういうところ

でどうあったら得られるかということがちょっと

今分からないんですけれども。ただ、今はこんな

ふうに考えているということだけでね、こんだけ

大きなお金をね、まず２年間で投資、その先もあ

るのではないかと。だけれども、その先にどうい

うゴールがあるのかというのがちょっと分からな

いんですけれども、できればもう一度、先ほどの

件とはちょっと契約の話だから違うんですけれど

も、お金を使う、予算を立てるに当たって御説明

いただければと思うんですけれども。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 どのような交流をしていくかとい

のは、ちょっと繰り返しになりますが、協定締結

後に本市とカントー市と協議をしていろいろ検討

していくものとなります。協定締結後、何をやっ

ていくか、それに伴う効果ですね。達成しようと

する効果、成果として、今考えているものを那須

塩原市として期待しているものは、例えば市内企

業における人材不足の解消ですとか、観光業、農

業を中心とした働き手、担い手不足の解消ですね、

労働力としての期待というところです。あとは、

市内の特産品などをベトナムで販売して、リピー

ターなんかを増やしてもらうというか、販路拡大

というところも期待してございます。 

  あと、先ほど申し上げましたベトナムからの観

光客数、宿泊客数の増加ということで、今、本市

に居住されているベトナム人、いろいろな企業で

働いている方、結構多い状況にありますので、遠

い国ではないといいますか、親しみやすい国だと

思っていますので、今回の協定の締結をきっかけ

に旅行先、日本に行こうかとなったときに、東京

だけではなく、京都とかそういったところではな

く那須塩原市を選んで行きたいというふうな強い

思いはございます。そういった観光客の増加、そ

ういったものを成果として捉えたいなというふう

には考えております。 

  それだけではありませんけれども、以上です。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 やってみなければ分からないと

いうことなのかなと思うので、取りあえず趣旨は

了解いたしました。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

  相馬剛委員。 

○相馬委員 これ債務負担行為について、恐らく先

ほど言った３月から５月か６月とおっしゃってい

たんで、その３月からおよそ３か月間ぐらいの債

務負担行為になるんだろうと思うんですね、

2,200万。たしか今月、この後、市長が訪問され

るのに、この間補正が400万ぐらいだったような

気がするんですが、およそ５倍ということになる

んですが、どのぐらいの規模の、委託料としてど

のぐらいの交流を計算した2,200万なんですかね。 

○山形委員長 課長。 

○後藤秘書課長 今回、12月に市長が渡航する旅費

については、この間、11月補正で議決をいただい

たところでございます、360万くらいだったかと

思うんですけれども。その人数は、市長と、海外

都市連携事業の担当、秘書課の職員２名というこ

とで、計３名の費用を要求させていただきました。 

  今回の債務負担行為、金額が大きくなっていま

すけれども、これはあくまでも限度額なので、こ

れから精査する金額とはなってきますけれども、

この債務負担行為を組むに当たっての見積りとい

うか見込み、積算の根拠となっている人数は10人

で見込んでおります。なので、人数がかなり増え

るというところで金額も大きくなってございます。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入
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ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  秘書課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は15時55

分となります。 

 

休憩 午後 ３時５３分 

 

再開 午後 ３時５５分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会計課の審査 

○山形委員長 これより会計課の審査に入ります。 

  まず初めに、田代会計管理者から御挨拶をお願

いいたします。 

  管理者。 

○田代会計管理者 （挨拶。） 

○山形委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  会計課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第101号 令和４年

度那須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  会計管理者。 

○田代会計管理者 （議案第101号について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  会計課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩といたします。会議の再開は16時５

分です。 

 

休憩 午後 ４時００分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎選管・監査・固定資産評価・公

平委員会事務局の審査 

○山形委員長 これより選挙管理委員会事務局、監

査委員事務局、固定資産評価委員会、公平委員会

の審査に入ります。 

  初めに、八木沢局長から御挨拶をお願いします。 

  局長。 

○八木沢選挙管理委員会事務局長 （挨拶。） 

○山形委員長 それでは、ただいまから審査に入り

ます。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８９号の説明、質疑、討

論、採決 

○山形委員長 それでは、議案第89号 那須塩原市

の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部改正についてを議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○八木沢選挙管理委員会事務局長 （議案第89号に

ついて説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 単価が上がっているわけですけ

れども、物価も上昇しているので、上がること自

体は、もうそのとおりだと思うんですが、上げた

金額の算出根拠を教えていただけますか。 

○山形委員長 局長。 

○八木沢選挙管理委員会事務局長 算出根拠につき

ましては、公職選挙法施行令で限度額がそれぞれ

定まっておりまして、その限度額がここまでの範

囲ということで、施行令によって定められている

ということで、それに準じて単価を設定するとい

う基本的な形にはなっていますが、冒頭申し上げ

ましたように、物価の高騰とかそういったものが

反映されて、国のほうで設定されているという形
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で、細かい具体的な幾らというものは示されてお

りませんので、基本的にそんな考え方ということ

になります。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 国が示した数値があるというふ

うには理解したんですけれども、それでもしよろ

しければ、その数値は、ぴたっとした一つの金額

なのか、幅を持たされている数値だったのか、そ

こ、どちらなんでしょうか。 

○山形委員長 局長。 

○八木沢選挙管理委員会事務局長 公職選挙法施行

令では、限度額ということで、ただいま申し上げ

た金額がその限度額、本市の条例も、その限度額

に合わせて設定しているということで、あくまで

もマックスのお金という形になります。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 そうしたら、上と下だけ教えて

もらえますか、今取りあえず１回。限度額と最低

のほうの限度額。 

○山形委員長 局長。 

○八木沢選挙管理委員会事務局長 あくまでも上限

を定めたものですので、最低はございません。国

と同じ金額という形になります。 

○山形委員長 鈴木伸彦委員。 

○鈴木（伸）委員 そうしたら、物価というのは地

域性があると思うんですけれども、県議選なんか

も考えてなんだと思うんですけれども、この金額

は、この栃木県の中の自治体というのはもう全て

これでやっているかどうかなどというのは確認を

したりはしておりますか、この最大限でやってい

るということを、よそはどうなんだろうというと

ころを見ていますか。 

○山形委員長 局長。 

○八木沢選挙管理委員会事務局長 確認した結果、

全て限度額、上限になっているということでござ

います。 

○山形委員長 ほかに質疑のある委員の方いますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第89号 那須塩原市の議会の議員及び長の

選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の

一部改正については、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第89号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで総務企画常任委員会を予算常

任委員会（第一分科会）に切り替えます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０１号の説明、質疑、

討論、採決 
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○山形委員長 次に、議案第101号 令和４年度那

須塩原市一般会計補正予算（第９号）を議題とい

たします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  局長。 

○八木沢選挙管理委員会事務局長 （議案第101号

について説明。） 

○山形委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第101号 令和４年度那須塩原市一般会計

補正予算（第９号）は、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○山形委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第101号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定

資産評価委員会、公平委員会の所管の審査事項は

以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。会議の再開は16時30

分となります。 

 

休憩 午後 ４時２２分 

 

再開 午後 ４時３０分 

 

○山形委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○山形委員長 それでは、次第３、その他に入りま

す。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 事務局から何かありますか。 

〔発言する人なし〕 

○山形委員長 それでは、次第３、その他を終了い

たします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○山形委員長 以上で今定例会議における委員会の

審査事項は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は本職が作成し、議長に

提出いたしますので、御一任くださるようお願い

いたします。 

  これをもちまして、総務企画常任委員会を閉会

いたします。 
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  長い時間を大変御苦労さまでした。お疲れさま

でした。 

 

閉会 午後 ４時３０分 
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